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経済企業委員会会議録 

 

令和元年９月２４日 火曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午後 １時０６分閉議（実時間１６２分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５４号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第５６号・専決処分の報告及びその承

認について（令和元年度八代市一般会計補

正予算・第３号（関係分）） 

１．議案第５７号・専決処分の報告及びその承

認について（令和元年度八代市一般会計補

正予算・第４号（関係分）） 

１．議案第７２号・八代市市民農園条例の一部

改正について 

１．議案第７３号・八代市水道事業給水条例及

び八代市簡易水道事業給水条例の一部改正

について 

１．議案第５１号・平成３０年度八代市水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について 

１．議案第５２号・平成３０年度八代市病院事

業会計決算の認定について 

１．平成３０年陳情第６号・御小袖塚及び護国

山顕孝寺跡並びに周辺史跡の保存及び整備

方について 

１.所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・水道事業に関する諸問題の調査 

（八代市水産振興ビジョンの策定につい

て） 

（指定管理者の更新について） 

（やつしろハーモニーホールネーミングラ

イツ・パートナー募集について） 

（八代港ポートセールスビジョンの改訂に

ついて） 

（台湾バドミントン協会との友好交流覚書

締結について及び２０１９女子ハンドボ

ール世界選手権大会について） 

（プレミアム付商品券事業について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  成 松 由紀夫 君 

副委員長  西 濵 和 博 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

 

※欠席委員          君 

 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 経済文化交流部長   山 本 哲 也 君 

  経済文化交流部次長 岩 崎 和 也 君 

  経済文化交流部次長 中   勇 二 君 

  商工政策課長    田 中   孝 君 

  文化振興課長    沖 田 丈 房 君 

  文化振興課主幹兼 
            米 崎 寿 一 君 
  文化財係長 
 

  スポーツ振興課長  小 野 高 信 君 

  ス ポ ー ツ 振 興 課 長 補 佐 兼 
            本 村 秀 記 君 
  ス ポ ー ツ プ ロ ジ ェ ク ト 推 進 室 長 
 

  理 事 兼 国 際 港 湾 振 興 課 長 南   和 治 君 

  プレミアム付商品券 
            山 内 真奈美 君 
  事業推進室長 
 

 農林水産部長     沖 田 良 三 君 

  農林水産部次長   福 田 新 士 君 

  水産林務課長    中 川 俊 一 君 

  フ ー ド バ レ ー 推 進 課 長  豊 田 正 樹 君 

  農林水産政策課長  豊 田 浩 史 君 
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  健康福祉政策課長  續   良 彦 君 

  泉支所地域振興課長 中 村 道 久 君 

  理事兼企画政策課長 福 本 桂 三 君 

 部局外 

  水道局長      松 田 仁 人 君 

  水 道 局 主 幹 兼 業 務 係 長 古 田 和 弘 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

○委員長（成松由紀夫君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しました

ので、ただいまから経済企業委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第５４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第６号（関係分） 

○委員長（成松由紀夫君） 最初に、予算議案

の審査に入ります。 

 議案第５４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 それでは、歳出の第６款・商工費及び第９款

・教育費について、経済文化交流部から説明を

願います。 

○経済文化交流部長（山本哲也君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）経済文化交流部部長の山本です。 

 経済企業委員会に付託されました議案第５４

号・令和元年度八代市一般会計補正予算書第６

号中、経済文化交流部に係る部分につきまして、

次長の岩崎より説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）経済文化交流部の岩崎です。よろしく

お願いします。恐れ入りますが、座って説明さ

せていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） それでは、

議案第５４号・令和元年度八代市一般会計補正

予算書・第６号の１５ページ下段をごらんくだ

さい。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費、補正額１６６万１０００円を計上し、補

正後の額を１９億３３９５万５０００円として

おります。 

 財源は、全て一般財源です。 

 説明欄の働く婦人の家管理運営事業として、

需用費４６万５０００円、補償補塡及び賠償金

１１９万６０００円を計上しています。 

 この内容としましては、働く婦人の家の南側

周辺が電波障害エリアとなっており、現在、働

く婦人の家の屋上に共同アンテナを設置し、対

象世帯に直接有線で配信しております。 

 しかしながら、機器類や配線ケーブル等の老

朽化により、配信がたびたび中断していること

から調査した結果、現在のデジタル放送では、

戸別にアンテナ増幅器を設置することで電波受

信が安定することが判明いたしました。 

 そこで、早期に対象世帯の電波状態が改善さ

れるとともに、受信施設が個人管理となること

から、今後の維持修繕費も抑制されることもあ

り、共同アンテナの代替措置として、現在使用

している配信用の機器類等の撤去と、対象世帯

へ戸別アンテナ・増幅器設置相当分の補償に要

する経費を補正するものでございます。 

 続きまして、１６ページ上段をごらんくださ

い。 

 款６・商工費、項１・商工費、目３・観光費、

補正額８５万６０００円を計上し、補正後の額

を５億８８２９万２０００円としております。 
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 財源は、国県支出金として、熊本県癒しの森

整備支援事業補助金８０万円、一般財源５万６

０００円としております。 

 説明欄の泉観光施設管理運営事業の需用費８

５万６０００円は、泉町にある梅の木轟公園の

案内板、木製ベンチ、防護柵等の修繕に要する

経費を補正するものです。 

 続きまして、１７ページ下段をごらんくださ

い。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目３・文

化施設費、補正額７２万７０００円を計上し、

補正後の額を１億１８９６万円としています。

財源は、全て一般財源です。 

 説明欄の厚生会館管理運営事業については、

市民の文化的豊かさの向上のために、厚生会館、

やつしろハーモニーホール、鏡文化センター、

旧パトリア千丁である八代市公民館の４つの文

化ホールについて、観光施設や体育施設のあり

方検討会と同様に、専門家や利用者など幅広い

市民の意見を取り入れ、施設の利用方針など、

今後の文化ホールのあり方について外部委員に

よる検討会を実施するものでございます。これ

に要する報酬、費用弁償、市民アンケート等の

経費を補正するものでございます。 

 続きまして、１８ページ上段をごらんくださ

い。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目６・文

化財保護費、補正額２７万４０００円を計上し、

補正後の額を７億２００万１０００円としてお

ります。 

 説明欄の指定文化財保存管理事業は、松井神

社境内にある県指定天然記念物臥龍梅の所有者

が行う樹勢回復に要する経費の一部を補助する

ものです。 

 最後に、次の段をごらんください。 

 款９・教育費、項８・社会体育費、目２・社

会体育事業費、補正額５０万円を計上し、補正

後の額を１億９８３７万１０００円としており

ます。 

 財源としては、その他５０万円となっており

ますのは、全て寄附金でございます。 

 説明欄のスポーツ推進委員関係事業は、八代

弘済会からスポーツ振興に役立ててほしいと寄

附があったことから、子供、高齢者、障害者な

どが幅広く楽しむことができるボッチャなどの

ニュースポーツ用具や各種スポーツ行事で使用

するラインカーなどの備品購入に要する経費を

補正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

○委員（西濵和博君） １５ページ、商工費、

働く婦人の家管理運営事業についてお尋ねした

いと思います。２点お伺いします。 

 今回、電波障害への対応ということで御説明

の内容、十分理解できました。ちなみに、参考

までですけれども、こういう戸別のふぐあいが

あったときに、各世帯から市のほうへ御対応の

御相談とかあってたかと思いますけど、どのよ

うな形でその都度、お答えをされてきたのかと

いうのが１点と、２点目ですけれども、今回、

具体的な予算の金額、計上してありますが、対

象世帯となっていらっしゃる１３世帯の皆さ

ん、御理解というか、内諾とれていらっしゃる

かどうか、この２点お伺いします。 

○商工政策課長（田中 孝君） おはようござ

います。(｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）商工政策課の田中でございます。 

 ただいま副委員長のほうから御質問いただい

た点で、まず１点目でございます。どのような

対応をしていたかという点でございますが、直

近で申しますと、５月の連休でございました

が、いきなりテレビが映らなくなったという情

報が、まずもって、うちの課のほうに参りま
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す。その際は、うちの課長補佐、担当で出てま

いりまして、婦人の家の館長とともに現場を回

ったところでございます。 

 ただ、そのような対応の仕方しましても、原

因の特定というのがなかなか応急では難しゅう

ございまして、電波の電線の部分であったりと

か、ちょっと電気ボックスの部分であったりと

いうので、業者に来ていただいて見てもらいな

がら、見てもらってる最中に、いきなりテレビ

がつき出すというような、ちょっと故障の特定

もしにくい状況になっておるところでございま

す。昭和５８年からということでございました

ので、そういう対応が年に三、四回あったとい

うところで、今対応しているところでございま

す。 

 と、もう一点でございます。今の電波配信戸

数というのは、おっしゃるとおり１３軒行って

おります。１３軒の皆様に、このような話をで

すね、それぞれお話ししましたところ、皆様御

理解いただきまして同意をいただいてるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） その都度、電気屋

さんみたいな対応されてたということですね。 

○商工政策課長（田中 孝君） そうでござい

ます。済いません。 

○委員（西濵和博君） 今、具体的なですね、

対応のあり方をお伺いして、もうとてもびっく

りしたといいますか、こういうことというのは

予測も各世帯できならんでしょうから、日夜、

深夜、休日問わずですね、お困りになってか

ら、すぐ役所にお問い合わせがあると。まあ、

速やかにですね、その都度出かけていって、誠

意をもって対応されている姿が思い浮かばれま

す。 

 幸いにも１３世帯全て御了解いただいたとい

うことで、何よりかなというふうに思います

し、今回を機として、それぞれで御対応してい

かれることになりますでしょうから、非常にい

い形でのですね、方向性を導き出されたなとい

うことで、感心して聞いていました。市の努力

を評価して、これで質問を終わらせていただき

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。(｢１ついいですか」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） 厚生会館の管理運営事

業についてですが、費目というか、題名は厚生

会館の管理運営事業となっておる。説明は、市

内の文化ホールなどのあり方を検討するに当た

って。 

 今回、厚生会館があんな状態になってるけ

ど、大きく変えるとしての話というふうに想像

したんですが、内容は市内の文化ホールという

こと、その辺の考え方と、あと、外部委員会の

メンバーをどのように考えているかということ

についてお知らせください。 

○文化振興課長（沖田丈房君） おはようござ

います。(｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）文化振興課、沖田です。 

 まず、対象を４つとしましたのは、ホール、

まず舞台やら、あと上につりもの機構というの

を持ってるところ、そして、何よりも固定の客

席を持っているところ、この４つを総合的にい

ろいろ自主文化事業をやるに当たって、お互い

の連携が必要だろうということで、今回やって

おります。 

 あと、メンバーですけれども、専門的な要す

るということで、利用者も含めてですけれど

も、あと建築関係の方ですとか、あと税理士さ

んとか、商工関係とか、そういうふうな方を一

応想定をしております。まだ具体的なメンバー

の選定には至っておりません。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） 厚生会館があんな状態

になったということでですね、若干文化関係の

人たちからいろんな話を聞いておりますが、そ
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の人たちが、あんまりこう……。まあ、いろん

な話ができるようなあり方を進めていただけれ

ばというふうに思います。意見でした。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

ほかにございませんか。 

○委員（北園武広君） １８ページ、教育費の

社会体育事業費の中で、スポーツ推進委員関係

事業ということで５０万、八代弘済会さんから

のありがたい寄附金だろうと思います。スポー

ツ用品の購入を検討された際にですね、スポー

ツ推進委員さんたちの御意見というのが反映さ

れておるのか、ちょっとお伺いしたいなと。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） おはよう

ございます。(｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）スポーツ振興課、小野でございます。 

 今御質問の、スポーツ推進委員の意向のほう

を聞かれたかということですけども、一応スポ

ーツ推進委員さんのほうに打診をしたらです

ね、今、ボッチャのほうを購入したいという

お話がありまして、こちらのほうが、今回、

オリンピック・パラリンピックの種目でもあ

るということで、一応購入のほうを一応決定

したところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（北園武広君） わかりました。ありが

とうございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見ご

ざいませんか。 

○委員（髙山正夫君） 先ほどの文化施設費関

係ですけども、施設の活用方針について、４施

設に対してのあり方検討会というふうな委員会

になるんでしょうけど、その中で、パトリア千

丁ですかね。パトリア千丁については、いわゆ

る有償のイベントができないというふうなこと

を伺っております。 

 それは、公民館的性質であるというふうに伺

っておりますので、まあ、その点から考えれば

ですね、制度上の問題もあるかもしれませんけ

ども、一般的通常の貸し出しみたいなこともで

きるようなですね、有料イベントもできるよう

なですね、そういった方策はないかといったと

ころも、その検討の中に入れていただければと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。

今、髙山委員の御意見であります。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

第６款・商工費及び第９款・教育費についてを

終了いたします。 

 執行部入れかわりのため、小会します。 

（午前１０時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１９分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について、農林水産部から説

明を願います。 

○農林水産部長（沖田良三君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第５４号・令和元年度八代市

一般会計補正予算・第６号中、当委員会に付託

されました第５款・農林水産業費並びに第１０

款・災害復旧費につきまして、福田次長より説

明いたさせますので、御審議方よろしくお願い

いたします。 

○農林水産部次長（福田新士君） おはようご

ざいます。(｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 
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 議案第５４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、当委員会に付託されました

農林水産部関係分につきまして、着座にて説明

させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産部次長（福田新士君） 別冊、一般

会計補正予算書の１４ページをお開きください。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で補正額１億５０００万円を計上し、

補正後の金額を１６億９６１０万４０００円と

するものです。 

 説明欄の事業ごとに説明いたします。 

 まず、八代畳表認知向上・需要拡大事業とし

まして、補正額４５０万円を計上しております。 

 本事業は、八代産畳表の優位性・認知向上に

向けた広告宣伝、民間建築物等への導入促進、

加工品等の販売促進を図るため、民間企業やＪ

Ａやつしろ、県南広域本部などと共同で設立予

定の仮称八代産畳表認知向上・需要拡大推進協

議会の運営及び事業に対しての経費の一部を負

担するものです。 

 協議会の本年度の活動につきましては、認知

度向上、需要拡大を進めるための事業計画を策

定することとしております。 

 負担金につきましては、運営及び事業に係る

経費の一部を負担するもので、負担金額は、企

業からの八代産畳表応援寄付金３００万円に、

市が寄附金額の２分の１以内に当たる１５０万

円を上乗せし、合計の４５０万円を予定してお

ります。 

 特定財源につきましては、民間企業からの寄

附金３００万円を予定しております。 

 次に、人・農地問題解決加速化支援事業とし

まして、補正額５０万円を計上しております。 

 本事業は、県の大規模営農効率化支援事業を

活用して、大規模農業法人による大規模営農の

効率化の取り組みに対しまして、５０万円を上

限として定額を間接補助するものです。 

 今回、補助対象となる事業主体は、株式会社

アグリ日奈久で、事業内容は、新品種・新技術

や作期分散の導入など営農効率化の取り組みを

予定されております。 

 事業費５０万１０００円に対し、補助金額５

０万円を予定しております。 

 なお、特定財源としましては、全額県支出金

を予定しております。 

 次に、産地パワーアップ事業で補正額１億４

５００万円を計上しております。 

 本事業は、地域の営農戦略として定めた産地

パワーアップ計画に基づき、意欲ある農業者な

どが高収益な作物・栽培体系への転換を図る取

り組みに必要な施設整備に要する経費の一部を

補助するものでございます。 

 実施主体は、株式会社熊本青果物出荷組合と

合同会社エコファーム立石出荷組合の２事業主

体で、事業内容は、いずれもミニトマト選果施

設の整備として、選果機の更新及び処理能力を

向上させるものです。 

 総事業費及び補助金額につきましては、熊本

青果物出荷組合が事業費１億７６００万円に対

し補助金８０００万円、エコファーム立石出荷

組合が事業費１億４３００万円に対し補助金６

５００万円を予定しておりまして、補助率はい

ずれも消費税及び補助対象外経費を除いた額の

２分の１以内でございます。 

 特定財源としましては、全額県支出金を予定

しております。 

 次に、１５ページをお願いいたします。 

 目９・水田営農活性化対策推進事業費で、補

正額２７７万５０００円を計上し、補正後の金

額を２２０２万８０００円とするものです。 

 本事業は、くまもと土地利用型農業競争力強

化支援事業で、補正額２７７万５０００円を計

上しております。 

 これは、米を中心とした土地利用型農業の競

争力強化のため、設備の導入等により作業の低
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コスト・省力化を図り、地域の担い手組織とし

て規模拡大を図る取り組みに対して、経費の一

部を補助するものです。 

 事業主体は、松高地区の地域営農組織である

農事組合法人ファームやっこで、規模拡大に向

けたコンバインの導入を予定されています。 

 事業費６１０万５０００円に対し、消費税及

び補助対象外経費を除いた額の２分の１以内で

ある２７７万５０００円を補助するものです。 

 なお、特定財源としまして、全額県支出金を

予定しております。 

 続きまして、項２・林業費、目２・林業振興

費で補正額８３９万１０００円を計上し、補正

後の金額を１億５９９２万６０００円とするも

のです。 

 本事業は、森林災害復旧事業、豪雨災害関連

として、補正額８３９万１０００円を計上して

おります。これは、令和元年６月２９日から７

月３日にかけての梅雨前線豪雨により被災した

森林作業道の災害復旧に要します経費の一部を

補助するものです。 

 実施主体は八代森林組合で、復旧箇所は麻畑

線外３路線、延長としまして７４９０メートル

です。総事業費１１９８万８０００円に対しま

して、その７０％の８３９万１０００円を補助

するものです。 

 続きまして、１８ページをお願いいたします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目２・林道施設災害復旧費で補正

額５００万円を計上し、補正後の金額を２０８

０万円とするものです。 

 本事業は、台風１０号災害復旧事業として、

補正額５００万円を計上しております。 

 これは、令和元年８月１４日から１５日にか

けての台風１０号により被災した施設の災害復

旧に要する経費を補正するものです。復旧箇所

は泉町下岳の林道植木谷線で、路肩が崩壊した

ものです。 

 なお、特定財源としまして、県支出金の２分

の１、２５０万円、市債を２２０万円予定して

おります。 

 以上で、一般会計補正予算・第６号中、農林

水産部関係分の説明を終わります。御審議のほ

ど、よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（西濵和博君） 森林災害復旧事業につ

いてお伺いいたします。 

 ３路線で総延長約７.５キロ、総事業費が約

１２００万程度ということで理解したんですけ

れども、具体的にどういうふうな復旧工事にな

るのかなと思ってですね。平野部で考えると、

メーター当たり単価が非常に安いような気がし

たんですけれども、復旧の標準的なやり方につ

いてお尋ねしたいと思います。 

○水産林務課長（中川俊一君） 失礼いたしま

す。ただいま御質問の、森林災害復旧事業につ

いてでございますけど、こちらが作業道の災害

復旧ということで、通常の維持管理は重立って

地元のほうでやっておられます。 

 今回、森林組合のほうで崩土の撤去でありま

すとか、路面洗掘の復旧あたりをやってまいり

ます。 

 市のほうは、補助要項に基づきますところの

１０分の７を補助するところでの補助金として

の予算計上というところでございます。 

○委員（西濵和博君） そうしますと、補修す

る路線の起終点としては、総計３路線で７.５

キロあるけれども、全線的でなくて必要な箇所

箇所を補修するというような理解でよろしいん

でしょうか。 

○水産林務課長（中川俊一君） 済いません。

補足のですね、説明資料として位置図と写真の

ほうをおあげしておりますので、少しそちらの

ほうを見ていただきたいと思います。 



 

－8－

 位置図のほうでですね、東陽町のほうで今の

麻畑線含めまして３路線、災害が出ております。

それから、泉のほうで１カ所でございます。 

 崩土につきましては、ほぼほぼ全線的に山側

ののり面から崩れてきとるところがありまして、

それと谷部分の土砂の流出とかありますので、

おおよそ全線をこう、土砂をのけるとか、ブル

ドーザーで押すとか、そういった作業をしない

と通れないような状況にあります。その経費に

なってまいります。 

○委員（西濵和博君） はい。資料を見させて

いただきまして、イメージがつかめました。あ

りがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（北園武広君） １４ページのですね、

農業振興費の中の八代畳表認知向上・需要拡大

事業の、済いません、ちょっと聞き忘れました

んで、協議会の構成メンバーが詳しく教えてい

ただければと。 

 あと１点が、これも企業さんからの寄附金３

００万ということで、協議会内で構成されます

その主な事業の一つに、認知向上に向けた全国

規模の広告宣伝というふうにございますけども、

これをちょっと幅広く捉えていただいて、今、

イグサの農家も担い手不足というのがありまし

て、その支え手とかいう、農業の担い手以外の

人に対して、学生だったり、一般の市民だった

りという方などに、そのサポーターとして育成

できるような資金にも使えないのだろうかとい

うふうに思うんですけども、そのお考えをちょ

っとお伺いしたいなというふうに思います。 

○フードバレー推進課長（豊田正樹君） おは

ようございます。(｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）フードバレー推進課、豊田でござい

ます。 

 まず、委員お尋ねの、協議会の構成する企業

名とか、団体名はどうなっているのかというと

ころでございます。 

 協議会は８名で構成する予定としておるとこ

ろでございます。 

 さきの８月１９日、八代産畳表の振興に関す

る協定を結ばせていただきました八代市、それ

から氷川町、山中産業株式会社を初めといたし

まして、地元からはＪＡやつしろ、それから県

南広域本部に参画いただく予定としております。

また、民間でございますが、西松建設株式会社、

それから大建工業株式会社、さらに全国的な組

織でございます畳でおもてなしプロジェクト実

行委員会より御参画いただく予定としておると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○農林水産部長（沖田良三君） ２点目の、学

生さんとかですね、そういった方の担い手とし

ての育成に使えないのかということでございま

すが、今回の寄附金の目的は、先日１０月９日

に協定を締結させていただきました八代産畳表

の認知向上・需要拡大にかかわるということで、

それに限定したところでの御寄附をいただいて

おります。 

 今後の事業展開につきましても、同じくＰＲ

事業に特化した協議会というふうになりますの

で、それもそのふるさと納税で集める資金につ

きましても、同じく認知向上と需要拡大に向け

て特化した資金を集めるということにしており

ますので、残念ながら委員の御提案の担い手の

ほうには別の事業で使うと、別の事業で対応し

ていただくということになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○委員（北園武広君） 後ほど意見のところで

述べさせていただきたいと思います。 

○農林水産部長（沖田良三君） 済いません、

一応先ほどの協定は８月１９日でございました。

大変失礼いたしました。 

○委員長（成松由紀夫君） 訂正ですね。 

○農林水産部長（沖田良三君） はい、訂正を



 

－9－

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（北園武広君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（増田一喜君） 災害復旧については、

毎回あるんですけれども、今回も写真がいっぱ

い資料として出ていますけど、本当に大変な状

況であろうかと思っております。一日も早くで

すね、これが通行可能になるように、全線可能

になるように頑張ってやっていただきたいなと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（亀田英雄君） 今回もトマトの補助金

ということでしております。なかなか価格も厳

しいというような状況も聞いておりますし、本

当にですね、農家のためになるような補助金の

事業をですね、今後も模索していただきたいな

というふうに思います。今回が最後ですから、

そのようなことも申し上げておきたいというふ

うに思います。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 八代畳表認知向上、そ

して需要拡大事業についてですけれども、今回

のあり方をいろいろ御丁寧に御説明いただきま

して、ありがとうございました。何よりも民間

の活力、申し出を受けて、関係者、行政、氷川

町も含めて一緒になってお取り組みになられる

ということで、今までにない政策事業かなとい

うことで、非常に関心を持ってますし、非常に

画期的なことだなというふうに評価してるとこ

ろです。 

 全国にですね、この事業を活用して、ますま

すＰＲ活動を積極的になされていくだろうなと

いうことで期待感も高まるわけでございまして、

担当部署、フードバレー推進課におかれまして

は、より一層事業の充実を図るため、今年度は

もとより来年度に向けてですね、組織体制の充

実、あるいは民間に対する呼びかけも積極的に

なさるよう、改めてお願いしておきたいと思い

ます。非常に期待していますので、頑張ってく

ださい。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（北園武広君） 済いません。関連して

なんですけども、先ほどの質問した内容なんで

すけども、ことし５月に経済企業委員会で練馬

区のほうに、たしかブランド化等支援事業の件

で行政視察に行ったかと思うとですけれども、

その際に伺った内容の中に、練馬区で農の学校

というのを、３年間担い手育成というような形

の中でされたと。 

 大体伺ったときに、３年間で約７０名を育成

されたと。その人たちが担い手を必要とする農

家とマッチング作業というものを区でされて、

約、大体４０名程度がマッチングされたという

ような事業、お話を伺ったときにですね、でき

ましたら、せっかくこういった久しぶりにです

ね、畳表の推進事業、以前、私も畳表のキャラ

バン隊というので北海道に行った記憶があって、

駅前等でチラシを配った記憶もあるんですけど

も、その後、久しぶりの事業じゃないのかなと

いうふうに感じておりますし、先ほど、話のあ

りましたとおり、何か有効に活用していただけ

ればという思いから、その認知度向上の考え方

が幅広くできないのかなというような思いがあ

ったんで、一応お話をさせていただきました。 
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 やっぱり八代市民の方々も、八代市で生産さ

れる農作物というか、農産物にですね、やっぱ

り誇りを持って、誰にでも話ができるような体

制づくりというのをやっていくならば、おのず

と認知度向上につながってくるんじゃないかな

というふうに思いますし、事前にそういった勉

強などをですね、意欲あられる方がおられまし

たらですね、学生さん含め、何か勉強会などで

もいいですから、やりながら、スピーカーとな

る人たちを数多くふやしていくならば、幅広い

認知向上につながるんじゃないかなという思い

の中で言わせていただきましたので、今後また

そういった事業とか、できましたらですね、活

用していただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） あれもそれもこれ

も、みんなやっていきたいわけですが、特化し

たいという、先ほどの部長の思いもありますの

で、今、北園委員の貴重な御意見もフードバレ

ー推進課は受けとめて、頑張っていただきたい

と思います。ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５４号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第６号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５６号・専決処分の報告及びその承認

について（令和元年度八代市一般会計補正予算

・第３号（関係分）） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、事件議案の

審査に入ります。 

 議案第５６号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認についてを議題とし、

説明を求めます。 

 それでは、歳出の第１０款・災害復旧費につ

いて、農林水産部から説明願います。 

○農林水産部長（沖田良三君） それでは、議

案第５６号・専決処分の報告及びその承認につ

きまして、令和元年度八代市一般会計補正予算

・３号中、当委員会に付託されております第１

０款・災害復旧費につきまして、福田次長より

説明をいたさせますので、御審議よろしくお願

いいたします。 

○農林水産部次長（福田新士君） それでは、

議案第５６号・専決処分の報告及びその承認に

ついて、令和元年度八代市一般会計補正予算・

３号中、当委員会に付託されました農林水産部

関係分につきまして、着座にて説明させていた

だきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産部次長（福田新士君） 議案書の１

２ページをお開きください。 

 上段の款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費、目２・林道施設災害復旧費

で補正額１０８０万円を計上し、補正後の金額

を１０８０万円とするものです。 

 これは、説明欄の梅雨前線豪雨によります林

道災害復旧事業の経費として、補正額１０８０

万円を計上しております。 

 令和元年６月２９日から７月１４日にかけて

の梅雨前線豪雨により、林道におきまして崩土、

落石等が発生し、通行に支障を来したため、早

急に林道機能の回復を図る必要がありますこと

から対応するものでございます。 

 被災箇所としまして、林道鶴平線など２７路

線の８８カ所となっております。経費の内訳と

しましては、崩土、落石などの処理経費として

修繕料１０８０万円を計上しております。 

 以上で農林水産部関係分についての説明を終
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わります。御審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５６号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は承認されました。 

                              

◎議案第５７号・専決処分の報告及びその承認

について（令和元年度八代市一般会計補正予算

・第４号（関係分）） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、議案第５７

号・令和元年度八代市一般会計補正予算・第４

号中、当委員会関係分に係る専決処分の報告及

びその承認についてを議題とし、説明を求めま

す。 

 それでは、歳出の第１０款・災害復旧費につ

いて、農林水産部から説明を願います。 

○農林水産部長（沖田良三君） それでは、引

き続き議案第５７号・専決処分の報告及びその

承認につきまして、令和元年度八代市一般会計

補正予算・第４号中、当委員会に付託をされて

おります第１０款・災害復旧費につきまして、

福田次長より説明させますので、御審議方よろ

しくお願いいたします。 

○農林水産部次長（福田新士君） 議案第５７

号・専決処分の報告及びその承認について、令

和元年度八代市一般会計補正予算・第４号中、

当委員会に付託されました農林水産部関係分に

つきまして、着座にて説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産部次長（福田新士君） 議案書の２

６ページをお開きください。 

 上段第１０款・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費、目２・林道施設災害復旧費

で補正額を５００万円計上し、補正後の金額を

１５８０万円とするものです。 

 説明欄の梅雨前線豪雨災害復旧事業の経費と

して、補正額５００万円を計上しております。 

 内容としましては、泉支所管内で実施中の繰

越工事、平成３０年度林道菊池人吉線災害復旧

工事７月災１号におきまして、竣工したものの、

ことし７月の梅雨前線豪雨により、竣工検査の

直前になりまして被災したものでございます。

八代市公共工事請負契約約款第２９条の不可抗

力による損害に対する補償金となっております。 

 特定財源としまして、市債３２０万円を予定

しております。 

 以上で、農林水産部関係分について説明を終

わります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５７号・令和元年度八代市一般会計補
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正予算・第４号中、当委員会関係分に係る専決

処分の報告及びその承認については、承認する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は承認されました。 

                              

◎議案第７２号・八代市市民農園条例の一部改

正について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、条例議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第７２号・八代市市民農園条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） それでは、

議案第７２号・八代市市民農園条例の一部改正

について御説明いたします。着座にての説明を

お許しください。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 八代市市

民農園条例におきましては、千丁ふれあい農園

及び鏡さわやか農園の設置と貸し出しについて

の運営を規定しております。 

 今般、鏡さわやか農園につきまして、本年１

２月末をもって廃止することに至りました。そ

のため、市民農園条例の当該部分の規定を一部

削除する一部改正でございます。 

 鏡さわやか農園の廃止の理由といたしまして

は、当該農園は、農業者からの借地により運営

しており、本年３月に土地の所有者から、事情

により賃貸借契約の解除の申し出がなされまし

た。当時は、既に今年度の市民農園利用の募集

を行っておりましたことから、土地所有者と協

議いたしまして、今年度は市民農園として利用

させていただきながら、令和２年３月末までに

整地して所有者へ返却するということで御了承

いただいております。 

 このため、今年度の農園利用者に対しまして、

事情を説明いたしまして、今年度農園の利用を

１２月末までとして御理解いただいたところで

ございます。 

 １２月末の農園廃止後におきましては、トイ

レや休憩所、看板等の撤去、それと土地の整地

などの復旧工事を実施しまして、令和２年３月

までに返却する予定としております。 

 以上、条例の一部改正の説明でございます。

御審議よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑ありませんか。 

○農林水産政策課長（豊田浩史君） 済いませ

ん。先ほど、鏡ふれあい農園と申しましたとこ

ろ、鏡さわやか農園の間違いでございました。

訂正をお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） 今、執行部の訂正

どおりでお願いいたします。 

 質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７２号・八代市市民農園条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１０時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５１分 本会） 

◎議案第７３号・八代市水道事業給水条例及び

八代市簡易水道事業給水条例の一部改正につい

て 
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○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７３号・八代市水道事業給水条

例及び八代市簡易水道事業給水条例の一部改正

についてを議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（松田仁人君） お世話になります。

水道局の松田です。どうぞよろしくお願いいた

します。座りまして説明のほう、させていただ

きます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局長（松田仁人君） 議案書８３ページ

から８４ページとあわせまして、別途お配りし

ております議案第７３号関係説明資料をお願い

いたします。 

 それでは、議案第７３号・八代市水道事業給

水条例及び八代市簡易水道事業給水条例の一部

改正について、御説明いたします。 

 改正の理由でございますが、令和元年１０月

１日に水道法の一部を改正する法律が施行され

ることに伴い、これまで指定給水装置工事事業

者の指定の期間が無期限であったものが、５年

ごとに更新を受ける更新制へ改正されます。 

 今回の改正により、当該更新に係る手数料を

徴収するに当たり、関係条例について所要の改

正を行うものです。 

 本条例の改正内容でございますが、八代市水

道事業給水条例が第３４条、八代市簡易水道事

業給水条例が第３１条となりますが、それぞれ

の第２項中、前項を第１項に改め、同項を同条

第３項とし、同条第１項の次に、２、前項の給

水装置工事事業者指定手数料は、法第１６条の

２第１項の指定及び第２５条の３の２第１項の

更新をする場合に徴収するを加え、別紙議案第

７３号関係資料の新旧対照表のとおり、条例を

改正するものでございます。 

 なお、施行期日は、令和元年１０月１日から

とするものです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審

議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 資料はあっとですが、

ちなみに、その手数料ていうとは幾らぐらいに

なっとですか。 

○水道局長（松田仁人君） 手数料は、１件に

つき１万円です。（委員亀田英雄君「１件につ

き……」と呼ぶ）更新するごとに１万円ずつ、

またかかるということです。（委員亀田英雄君

「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（西濵和博君） 今回の改正案ですけれ

ども、第３１条の手数料のうち、設計手数料で

すが、現行１０８０円で、改正案も１０８０円。

金額自体は、その他の手数料についても変更は

ないわけですけれども、この設計手数料のみ８

０円という数値、それ以外はラウンドしてるん

ですが、もともとその１０８０円の８０円とい

うのは、消費税相当額かなんか意識しての８０

円だったのか、それは特段関係ないのか、いか

がなんでしょうか。 

○水道局長（松田仁人君） 設計手数料以外は

ですね、５００円とか２０００円とか限られた

金額なんですが、これはもう手数料なんで、そ

のままの金額なんですが、設計手数料につきま

しては、うちの事務所のほうの職員がですね、

いろんな手続関係をする関係でですね、取る手

数料になりまして、一応それについては消費税

がかかるということで、今現在は１０８０円な

んですが、今後は１１００円になります。済い

ません。上水道条例のほうはですね、消費税が

かかりますので、１０８０円、裏のほうの簡易

水道条例についてはですね、消費税抜きの金額

を書いてありますので、千円という単位で書い

てありますので、上水道については、この表の
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３４条については、１０８０円になります。 

 以上です。 

○委員（西濵和博君） そうしますと、その１

０８０円というのは、１０００円に対して消費

税８０円という、従来消費税相当額８％に当た

る分かなというふうに思うんですが、今回１０

月１日から改正されて施行ということになると、

１０％消費税と、ここの８０円の相関関係とい

うのはどうなるんでしょう。 

○水道局長（松田仁人君） 今回の改正では、

この表の一番下にあります指定装置工事事業者

指定手数料のみが改定になります。一応この手

数料が、これまで１回登録をすれば、もうずっ

と使われたのが、無期限だったのが、今回の水

道法の改正で５年に１度ですね、改正しなくて

はいけなくなりました。ですから、今回この１

万円だけがですね、更新になりますので、今回

この数字だけになります。１万円だけですね。 

○委員（西濵和博君） そこはわかるんですけ

ど、しかしながら、先ほどの設計手数料につい

ては、消費税相当額に追随して取り扱ってこら

れたという背景があるならば、１０８０円は１

１００円に改めなくてよろしいんでしょうか。 

○水道局主幹兼業務係長（古田和弘君） 設計

手数料につきましては、既に１１００円に変え

ておりますが、この資料のほうが間違って、１

０８０円の、条例が変わる前の資料をつけてあ

ったということで、間違っておりますので、申

しわけございませんでした。 

○委員長（成松由紀夫君） じゃ、資料の訂正

は正しいのに、またやってくださいね。 

○委員（西濵和博君） 訂正されるということ

であれば理解しました。対応方よろしくお願い

いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 対応方よろしくお

願いします。 

○委員（増田一喜君） 先ほどの説明があった

んですけど、ちょっとわかりづらかったもんだ

から、もう一遍確認のつもりで。 

 ５年に１回更新ということでされるけれども、

この給水指定工事者になりたいと申請されると

きに、今までは手数料払ってたわけですね。す

ると、ずっと、それからはもう指定を受けっ放

しというような形は、５年に１回ずつ、また指

定を受けなさいという改正ということですかね。

(｢はい」と呼ぶ者あり）ということは、そのた

んびにその手数料を払っていくということにな

るかと思うんですけども、そういうことでよろ

しいんですかね。 

○水道局長（松田仁人君） はい、その考えで

よろしいです。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第７３号・八代市水道事業給水条例及び

八代市簡易水道事業給水条例の一部改正につい

ては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５１号・平成３０年度八代市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、決算議案の

審査に入ります。 

 まず、議案第５１号・平成３０年度八代市水

道事業会計利益の処分及び決算の認定について

を議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（松田仁人君） 引き続き、お世話

になります。水道局の松田です。座りまして説

明させていただきます。 
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○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○水道局長（松田仁人君） それでは、議案第

５１号・平成３０年度八代市水道事業会計利益

の処分及び決算の認定について御説明いたしま

す。 

 別冊の平成３０年度八代市水道事業会計決算

書をお願いいたします。 

 当該決算書は大きく決算報告書、財務諸表、

事業報告書及び附属明細書の４つの項目で構成

されておりますが、初めに事業報告書から説明

させていただきます。 

 １７ページから２８ページが事業報告書でご

ざいます。 

 ２１ページから２２ページに２００万円以上

の建設改良工事の概況と平成２９年度からの繰

越工事の概況を掲載しております。 

 参考までに別紙関係資料②の位置図をお願い

いたします。 

 ページを戻りまして、３ページから６ページ

が決算報告書でございます。 

 企業会計では、当該年度の損益取引に係る収

入・支出の収益的収支、また資産、負債及び資

本の増減に関する取引に係る収入・支出の資本

的収支の２本立ての予算になっております。 

 決算の内容につきましては、前年度との比較

をしております別添の関係資料①で御説明させ

ていただきます。 

 なお、この資料につきましては、千円単位で

端数を整理して作成しており、それと収益的収

支につきましては、経営成績をあらわす損益計

算書に合わせまして、消費税抜きの数値で作成

しております。 

 まず、収益的収支の収入でございますが、項

１・営業収益４億９１９４万３０００円、内訳

としまして目１・給水収益４億７３８８万円、

これは料金収入でございます。 

 目２・受託工事収益１５５３万６０００円、

これは給水工事収益と修繕工事収益でございま

す。 

 目３・その他の営業収益２５２万７０００円、

諸手数料でございます。 

 項２・営業外収益１６１７万９０００円、内

訳としまして、目１・受取利息及び配当金４９

万２０００円。目２・他会計補助金５７万２０

００円、これは第３工区企業誘致に係る配水管

布設工事に要した企業債の利子補強３万２００

０円及び企業職員の児童手当５４万円に係る一

般会計補助金でございます。目３・長期前受金

戻入１３６５万９０００円、これは補助金や他

会計負担金等により取得した償却資産の平成３

０年度減価償却見合い分でございます。目４・

雑収益１４５万６０００円、これは主に量水器

取りかえ評価差額でございます。 

 項３・特別利益９万５０００円は、過年度損

益修正益でございます。 

 収入合計５億８２１万７０００円となってお

ります。 

 次に、収益的支出でございますが、項１・営

業費用４億２５７万３０００円。内訳としまし

て、目１・原水及び浄水費７７３９万８０００

円、これは水源地関係の費用で主なものとしま

して、一般職２名の人件費、水源地運転管理業

務委託、水源地動力費でございます。 

 目２・配水及び給水費５４２１万５０００円

は、配水及び給水施設に係る費用で、主なもの

としまして、一般職３名の人件費、配水管及び

給水管の修繕費、漏水調査委託料でございます。 

 目３・受託工事費２９４０万６０００円は、

新規給水工事の管理及び既設給配水管切りかえ

工事等の受託に要する費用で、主なものは一般

職２名の人件費、給配水管の切りかえ工事など

の工事請負費でございます。 

 目４・総係費８５７９万円は、一般業務関係

の費用で主なものは、一般職４名の人件費、料

金システム・会計システム保守料などでござい

ます。 



 

－16－

 今年度は、料金徴収など窓口業務を民間へ業

務委託を行ったこと、また定年退職者がござい

ませんでしたので、前年度に比べて減少してお

ります。 

 目５・減価償却費は１億５３６３万１０００

円でございます。 

 項２・営業外費用２２０７万７０００円。主

に支払利息でございます。 

 項３・特別損失６１万６０００円は、過年度

分の調定減などの過年度損益修正損でございま

す。 

 支出合計４億２５２６万６０００円となり、

資料右下の欄になりますが、収益的収支は８２

９５万１０００円の当年度純利益が生じました。 

 次に、資本的収支の収入でございますが、項

１・工事負担金３６１１万６０００円。これは、

消火栓設置及び新庁舎建設に伴う松江城水源地

予備井戸さく井工事に係る一般会計負担金でご

ざいます。 

 項２・出資金１６７万５０００円、これは第

４次拡張事業に伴う一般会計出資金でございま

す。収入合計３７７９万１０００円となってお

ります。 

 次に、資本的支出でございますが、項１・建

設改良費１億６８７６万９０００円。内訳とし

まして、目１・原水設備改良費４４３５万１０

００円、これは松江城水源地の井戸の削井等に

要した経費でございます。目２・配水設備拡張

費９８３３万２０００円、これは給水区域内に

配水管２０１９メートルを布設しております。

目３・配水設備改良費２４７５万４０００円、

老朽管更新工事５４７メートルを施工しており

ます。目４・営業設備費１３３万２０００円、

これは新規給水に係る量水器の購入等に要した

経費でございます。 

 項２・企業債償還金７４４３万１０００円で

ございます。 

 支出合計２億４３２０万円となり、下の欄で

ございますが、資本的収支の不足額２億５４０

万９０００円については、減債積立金取り崩し

額７４４３万１０００円、建設改良積立金取り

崩し額１８５万３０００円、過年度分損益勘定

留保資金１億１９４４万５０００円及び当年度

分消費税資本的収支調整額９６８万円で補塡し

ております。 

 １１ページが剰余金計算書でございます。 

 前年度決算で議決いただきました利益の処分

により、未処分利益剰余金は、前年度末残高１

億７８３５万４２２円のうち、１億２０６万６

４３６円を資本金へ組み入れ、７４４３万６８

４円を減債積立金に、１８５万３３０２円を建

設改良積立金にそれぞれ積み立てたため、処分

後の残高はゼロ円となりましたが、当年度生じ

ました純利益８２９５万１０２１円と減債積立

金７４４３万６８４円と建設改良積立金１８５

万３３０２円の取り崩しにより、当年度末残高

は１億５９２３万５００７円となりました。 

 １２ページは剰余金処分計算書でございます。 

 これは、本議案の議決事項である利益の処分

でございまして、当年度未処分利益剰余金１億

５９２３万５００７円のうち、７４５４万３８

６７円を減債積立金に、８４０万７１５４円を

建設改良積立金に積み立て、減債積立金及び建

設改良積立金の取り崩し額計７６２８万３９８

６円を資本金へ組み入れることを議決いただく

ものでございます。 

 今後も水道未普及地域の解消を目指し、拡張

事業を継続していきますが、安心・安全な水を

継続して提供していくために、老朽化した施設

・管路対策にも積極的に取り組んでまいります。 

 以上で説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 企業会計はなかなか難

しか中ですが、１億６０００万ほどの利益が出
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るというような報告があったと承りました。そ

の中で、やっぱり話があったっですが、管路の

修繕とかいろいろいると。積み立てたという話

なんですが、これだけ利益が上がる中でですよ、

毎年聞く話なんですが、水道料金に反映する考

えはないのかということが１点。 

 あと、水道事業を民営化するというような話

も、いろんな話を聞いたっですが、八代市の今

後の方針ということについてもどのような考え

を持って──ま、民営化はしないというような

話を伺ったですが、その考え方についてもです

ね、確認をしておきたいというふうに思います。 

○水道局長（松田仁人君） 剰余金のほうはで

すね、１億６０００万ほどあるということで、

今御指摘ありましたが、今現在、うちの上水道

の施設あたりがですね、水源地及び配水管あた

りがもう既にもう老朽化しております。既に、

新庁舎関係でも松江城水源地の改良、それと今

後、日奈久地区が耐震化不足ということで、今

後改良を計画しております。 

 料金関係についてはですね、その部分を勘案

しますと、今後厳しくなるというような状況を

考えておるところでございます。 

 それともう一点ですが、水道事業の民営化の

問題につきましては、前回の委員会だったと思

いますが、今のところ、検討した結果ですね、

考えていないというようなことで考えておりま

す。現状では、もうしばらくの間は考えないと

いうことで御理解いただければと思います。

（委員亀田英雄君「わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（亀田英雄君） 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

○委員（亀田英雄君） 利益還元の部分はあり

ますが、今後ともですね、安心で安全な水の供

給ということについて、間違いのないように取

り組みを進めていただきたいなというふうに思

います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５１号・平成３０年度八代市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は原案のとおり可決及び認定することに決

しました。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午前１１時１３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１３分 本会） 

◎議案第５２号・平成３０年度八代市病院事業

会計決算の認定について 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 続いて、議案第５２号・平成３０年度八代市

病院事業会計決算の認定についてを議題とし、

説明を求めます。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） おはよう

ございます。(｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）健康福祉政策課の續でございます。 

 それでは、議案第５２号・平成３０年度八代

市病院事業会計決算の認定につきまして、御説

明をいたします。失礼して着座にて説明をさせ

ていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 
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○健康福祉政策課長（續 良彦君） それでは、

お手元の平成３０年度八代市病院事業会計決算

書をごらんください。 

 決算書の３ページ、決算報告書から１３ペー

ジの貸借対照表までにつきましては、先日の本

会議におきまして、健康福祉部長のほうから御

説明をさせていただいておりますので、本日の

説明では省略をさせていただきます。 

 それでは、続きまして決算書の１７ページを

お開きください。 

 平成３０年度八代市病院事業報告書でござい

ます。まず、１.概況の（１）総括事項でござ

いますが、内容を要約して説明をさせていただ

きます。 

 市立病院におきましては、病院開設以降、患

者中心の医療の実践という基本理念のもと、自

治体病院として、急性期病院や開業医を初めと

する地域の医療機関や介護福祉施設との連携に

よる後方支援機能の充実や救急医療、結核治療

といった政策医療に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、平成２８年の熊本地震発生後

は、入院診療を停止することとなり、その一方

で、仮設の外来診療棟を設置して、外来診療を

継続しながら、今後の方向性について検討を行

ってまいりました。 

 その過程の中で、これまで市立病院が担って

きた医療機能は必要であるという意見や、外来

機能についてもほかに医療機関がない宮地校区

においては不可欠なものであるという要望がご

ざいました。 

 そこで、本市では、市立病院が有する医療機

能を八代圏域の公的な医療機関に再編移転する

こととし、外来機能につきましても、その機能

を譲渡する方針を決定いたしまして、平成３０

年１０月に、熊本県八代保健所長立ち会いのも

と、ＪＣＨＯ熊本総合病院及び八代郡医師会八

代北部地域医療センターとの協定を締結いたし

ました。 

 これにより、これまで市立病院が果たしてき

た後方支援機能は、これら２つの公的医療機関

に継承していくこととなり、平成３１年３月末

をもって病院事業は廃止いたしたところでござ

います。 

 今回の決算は、この病院事業としての最後の

決算となるとこでございます。 

 次に、平成３０年度の決算内容でございます

が、収益的収支では、医業収益が１億９５１万

８１８６円、医業外収益が１億１５６万２１６

９円、特別利益が１億４６５９万４２０５円で、

収益総額は３億５７６７万４５６０円となる一

方、費用では、医業費用が３億１８７１万５２

８０円、医業外費用が１８９８万９３２５円、

特別損失が２６０８万１８３７円となり、費用

総額は３億６３７８万６４４２円となりました。

この結果、当年度は純損失が６１１万１８８２

円生じ、当年度末の未処理欠損金は２億２５０

３万３９９２円に増加いたしたところでござい

ます。 

 次に、資本的収支におきましては、資本的収

入が８２５１万３８５１円であるのに対しまし

て、資本的支出は外来診療機能の譲渡に伴う改

修工事費が１３４９万５８８円、医療機器など

の整備が１９４１万６０９０円、仮設外来診療

棟のリース債務償還が４６９６万２１４５円、

企業債償還金が３０７万６５３６円など、総額

８３４４万２１５９円となっています。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足す

る額９２万８３０８円は、全額過年度分損益勘

定留保資金で補塡をいたしているとこでござい

ます。 

 続きまして、１８ページをお願いいたします。 

 （２）議会議決事項につきましては、平成３

０年度で御承認いただいた事項は、決算認定、

補正予算のほか、病院事業廃止に係る関係条例

の整理に関するものでございます。 

 （３）行政官庁認可事項につきましては、仮
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設外来診療棟へのエックス線診療室などの設置

に関する許可や浄化槽の廃止届などを行ってい

るとこでございます。 

 続きまして、１９ページの（４）職員に関す

る事項でございます。ここにつきましては、平

成３０年度中の職員の増減に関する事項でござ

います。 

 平成３０年度中に、看護師１名が退職をいた

しており、平成３１年３月３１日現在の職員数

は１名減の３２名となっているとこでございま

す。 

 なお、この３２名につきましては、医師２名、

看護師２名、薬剤師１名の計５名が３月３１日

付で退職いたしており、残り２２名の専門職と

５名の事務職につきましては、４月１日付で市

長部局などへの異動を行っているとこでござい

ます。 

 次に、２０ページでございます。 

 ２０ページの（５）料金その他供給条件の設

定、変更に関する事項につきましては、該当事

項がございませんでした。 

 次に、大項目の２・工事でございますが、

（１）改良工事の概況で、主なものにつきまし

ては、仮設外来診療棟への電源引き込みなどの

電源設備改修工事９６７万３５６０円、仮設外

来診療棟への上水道引込工事１２９万６０００

円などでございます。 

 （２）保存工事の概況の主なものにつきまし

ては、機械室棟の解体撤去とアスファルト舗装

工事で１２８万５２００円、本館からエックス

線棟への渡り廊下解体や県道沿いのコンクリー

トブロックなどの撤去工事１２８万５２００円、

コンクリートブロック及び植栽などの撤去跡の

舗装補修工事１１２万３２００円などでござい

ます。 

 次に、２１ページの（３）有形固定資産購入

の概況につきまして、主なものにつきまして御

説明いたします。 

 まず、仮設外来診療棟に設置いたしました診

断用エックス線撮影装置１５９８万４０００円、

電子カルテシステム２４０万８４００円などで

ございます。 

 これらの工事や有形固定資産購入につきまし

ては、これまで仮設ということで、本館の病棟

にその機能を依存していたとこでございますが、

電気・水道やエックス線設備などを、仮設外来

診療棟単独で診療所としての基本的な機能を持

つよう改修をした経費でございます。 

 次の２２ページからは大項目３.業務でござ

います。 

 まず、（１）業務量でございますが、（イ）

患者数と診療収入の表でございます。患者数と

診療収入につきまして、前年度と比較したもの

でございます。 

 入院は、診療を休止いたしておりますので、

平成２９年度、３０年度ともに数値はございま

せん。 

 外来は、平成３０年度が年間７０６３人、１

日平均２９.６人となり、９９９４万１０２５

円の診療収入を得ることができました。 

 前年度と比較いたしまして、患者数は延べ数

で５６０人減少し、診療収入は１４５６万９２

０２円の減少となっておりますが、これは年度

末に閉院準備のための臨時の休診日を設けたこ

とや、他の医療機関への受診に変わったことな

どが原因として考えられるところでございます。 

 次の２３ページの（２）事業収入に関する事

項は、収入の項目別の決算状況を、前年度と比

較したものでございます。 

 １.医業収益では、（２）外来収益で１４５

９万２９９０円の減となっております。 

 ２.医業外収益では、（２）他会計負担金が

稼働していない結核病床不採算分の繰り入れや、

病院職員の退職手当を一般会計で負担すること

による人件費分の繰り入れを行わなかったこと

などによりまして、繰入総額で８３６８万５４
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６８円の減となっております。 

 ３.特別利益は、退職給与引当金や修繕引当

金、貸倒引当金を事業廃止に伴い廃止したこと

によりまして、１億４６４９万４２０５円の増

となりました。合わせました事業収入の合計は

３億５７６７万４５６０円でございまして、前

年度より５０１８万８０２８円の減収となって

いるとこでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 事業費に関する事項といたしまして、収入と

同様に決算状況を記載をいたしております。 

 １.医業費用では、主に（１）給与費におき

まして、職員の退職や事業廃止に伴い、賞与引

当金繰り入れを行わなかったことなどによりま

して、３０８５万４８７８円の減少となりまし

た。（２）材料費につきましても、事業廃止に

伴います在庫調整などによりまして、１４３３

万２８６８円の減少となっております。 

 ２.医業外費用では、（４）雑損失におきま

して、消費税の仕訳による影響で３５６万７０

２１円の減少となっているとこでございます。 

 ３.特別損失は、不要となりました医療機器

などの固定資産の売却・廃棄で生じました売却

損や除却損で２６０８万１８３７円の皆増とな

っているとこでございます。 

 合わせました事業費の合計は、３億６３７８

万６４４２円でございまして、前年度より１７

５９万２０７４円の減少となっております。 

 以上、事業収入の合計から事業費の合計を差

し引きますと、マイナス６１１万１８８２円と

なり、８ページにございます損益計算書の下か

ら３行目に記載しております当年度純損失６１

１万１８８２円と一致するとこでございます。 

 なお、ただいま御説明いたしました各項目の

内訳につきましては、３０ページから３４ペー

ジにかけての収益費用明細書に記載をいたして

おりますので、後ほどごらんをいただければと

思います。 

 次に、２５ページをお願いいたします。 

 大項目の４.会計の（２）企業債及び一時借

入金の概況でございますが、（イ）企業債では、

前年度末残高３０７万６５３６円の財務省から

の企業債を全て繰り上げ償還をいたしておりま

すので、当年度末残高はゼロとなっております。 

 （ロ）の一時借入金につきましては、借り入

れはございませんでした。 

 ２６ページの大項目５.その他につきまして

は、一般会計からの繰入金の使途につきまして

記載をしているとこでございます。 

 ２７ページ以降の附属明細書につきましては、

説明を省略をさせていただきます。 

 以上が平成３０年度の八代市病院事業会計の

決算でございます。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（亀田英雄君） 今回が最後ということ

でですね、いろんなことを思い出しながら聞い

とったっですが、まあ、数字的なものについて

はもう最後だけんですね、いろいろ聞いても仕

方がないと思うんですが、総括の中で２点注目

したい部分がありまして、市民病院が担ってき

た医療機能は必要であるという意見の中で、そ

れは今対応されるということで、いいというふ

うに思うんですが、あと一つ、最後の部分でい

ろいろ話はしたんですが、後方支援機能につい

て、２つの公的医療機関に継承していくと。こ

れについていろいろ継承せんでもいいんですか

というような話もしたんですが、改めてこの総

括の部分にですね、そのような話を伺うときに、

このようなことが、この２つの後方支援機能を

継承していくということの担保されるのは、ど

のように担保されるかということについてせん

ばいかんとじゃなかろうかと思うわけなんです

が、その付近の考え方について、答えがあれば

お知らせください。 
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○健康福祉政策課長（續 良彦君） 市立病院

のほうが廃止になりまして、病院機能の再編移

転及び外来診療の機能譲渡ということをする際

におきまして、それぞれの医療機関と協定書の

ほうを締結をいたしております。 

 この協定書の中におきまして、これまでの機

能が継承されているかどうか、確認を行うため

の当事者間の協議というものを年に１回以上行

うことというふうに規定をしております。 

 この具体的な当事者間の協議のやり方につき

ましては、現在、それぞれの医療機関と、あと

八代保健所さんも交えまして、どのような形で

その機能をチェックしていくかと、あるいはそ

ういった内容につきまして確認をしていくかと

いうことにつきまして、今協議を進めている段

階でございます。 

 ただ、具体的にどういう指標でこの調整の数

字を判断していくかというところにつきまして

は、どうしても医学的なところもございますの

で、そのあたりはそれぞれの医療機関、あるい

は保健師さん等も交えましてですね、今後詰め

ていく予定でおります。ただ、年に１回以上、

こういった状況を確認していくということは協

定書にもございますし、それはそれぞれの医療

機関におきましても当然承諾をされている上で

行っていくというつもりでおります。 

○委員（亀田英雄君） その辺がですね、しっ

かり担保されていくように努力されてください。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） 決算書の２０ページに

工事費関係がありまして、これとはちょっと外

るっと思いますけども、いわゆる解体工事です

ね、については、今回はもう病院会計はこれで

終わってしまうということで、この後は資産経

営課とか、そのあたりになるって話ですかね。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 一応こち

らのほうの精算業務につきましては、会計的な

ところの精算につきましては、私どものほうの

健康福祉部のほうで行いますが、実際建物とか

につきましては、もう普通財産のほうになって

おりますので、今後、資産経営課のそちらのほ

うでそれぞれの対応をしていくような形になる

ということでございます。（委員髙山正夫君

「よろしくお願いします」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

○委員（増田一喜君） 本当長い間、御苦労さ

までした。財政的な面では、ほっとされたかも

しれませんけども、先ほども亀田委員のほうが

言われたように、あとのですね、やっぱりきち

んとなっていくのかというのはしっかりと見て

いっていただきたいと思います。一つの要望、

意見です。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（髙山正夫君） お世話になっておりま

す。今、増田委員が言われたとおり、今後もど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５２号・平成３０年度八代市病院事業

会計決算の認定については、認定するに賛成の

方の挙手を求めます。 
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（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は認定することに決しました。 

 執行部は退席をお願いいたします。 

                              

◎平成３０年陳情第６号・御小袖塚及び護国山

顕孝寺跡並びに周辺史跡の保存及び整備方につ

いて 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、請願・陳情

の審査に入ります。 

 今回、当委員会に付託となっておりますのは、

継続審査の陳情１件でございます。 

 それでは、継続審査となっております、平成

３０年陳情第６号・御小袖塚及び護国山顕孝寺

跡並びに周辺史跡の保存及び整備方についてを

議題といたします。 

 要旨は、文書表のとおりでございます。 

 本件について、御意見などはありませんか。 

○委員（西濵和博君） これ、継続審査となっ

ていることからしまして、まずは執行部の説明

を求めてはいかがかと思います。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 現在の状況等につ

いて説明を求めるとの御意見でございますが、

ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） ただいま西濵副委

員長から、執行部の説明を聴取したいとの御意

見が出されました。 

 本件について、執行部から説明を求めること

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

執行部に説明を求めることといたします。 

 小会します。 

（午前１１時３２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３４分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し、執行部からの説明を

求めます。 

○文化振興課長（沖田丈房君） 文化振興課、

沖田です。陳情の件につきまして御説明させて

いただきます。着座にて失礼します。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○文化振興課長（沖田丈房君） 御小袖塚及び

護国山顕孝寺跡並びに周辺史跡の保存及び整備

方についての陳情につきまして、現況と課題と

いうことで御説明をさせていただきます。 

 もともとの御小袖塚の保存会というのがござ

いまして、これが地区名であると思われます辺

田組、土器組、宮前組、山下組という組織の所

有となっております。 

 これにつきまして、現在の妙見町の市政協力

員さんに確認しましたところ、現在、そのよう

な組織は存在しない。また、継承団体につきま

しても不明であるということで、文化振興課で

引き続き調査をしたところですが、結果としま

しては判明がしておりませんという状況にあり

ます。 

 管理者の八代神社につきましても、管理者と

しての認識はお持ちですけども、優先度が低い

ということで、今後検討したいということでご

ざいました。 

 また、当時の管理者の懐良親王御両親菩提所

護国山顕孝寺跡市指定史跡でございますけど

も、これにつきましても、個人の方が管理者と

なっておりますが、この管理者の方が既に亡く

なられており、不在の状況であります。御遺族

の方に連絡をとったところですが、はっきりわ

からないというような御返事をいただいており

ます。 

 今後につきましては、未指定の指定文化財の

管理や活用につきましては、所有者、管理者が

行い、文化振興課が補助執行しておりますが、

必要に応じて、助言指導や補助を行っていくと
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いうスタンスとなっております。 

 今回の案件につきましては、所有者の確定と

その意向の確認が必要でありまして、その後、

必要に応じて、修復整備活用等について支援を

行っていくということになります。 

 ただ、先ほど申しましたとおり、所有者の確

定がまだ進んでいないという状況で、今後もな

かなか難しいのではないかというふうに考えて

おるところです。 

 以上、御報告させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上の部分につい

て御意見等ありませんか。 

○委員（増田一喜君） ということは、今の説

明では、結局個人の所有であって、別段、今、

県とか、市とか、あるいは国とかの指定にはな

ってないんですよね。ということは、やっぱり

個人所有であって、行政が行うには、個人に対

してどうこうということは非常に難しいことで

あろうと思うので、どうなんですかね。大変

な、気持ちはわかるんですけどね。言われる気

持ちはわかるんですけど、まあ、果たして、行

政がやるべきかどうかというのは非常に難しい

問題で、私としては、無理なのかなという気は

いたします。 

○文化振興課主幹兼文化財係長（米崎寿一君） 文

化振興課の米崎です。今の委員のお尋ねの件な

んですけれども、現在ですね、御小袖塚と護国

山顕孝寺につきましては、いずれも昭和３８年

と、相当古い時代に市の指定にはなっておりま

す。ただ、現在その所有者──市の所有ではご

ざいません。所有者のほうの判明がまだ判明に

至ってないといったところでですね、文化財保

護法と市の文化財保護条例とではですね、市が

管理する市の所有、そういった施設が指定の文

化財等になってる場合は、当然ながら市が主体

的に事業をするんですけれども、指定文化財所

有者が市民の方、団体の方につきましては、そ

ちらに対する補助、支援、指導といったところ

でお手伝いをさせていただくというスタンスに

なります。 

 よって、所有者のまずは判明を待って、そち

らに働きかけを行って、修理等の助成の制度を

御説明して事業化をというところが流れなんで

すが、今現在、この辺田組、土器組、宮前組、

山下組という組織が登記簿上は存在しておるん

ですが、その後の継承の団体がまだ判明に至っ

てないといったところが現状といったところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 執行部としては、

一生懸命お手伝いはしていってるけども、判明

するものが何も判明していないという現状があ

るということですよね。はい。 

 ほかに何か御意見。 

○委員（亀田英雄君） 文化的価値のあるもの

をどうかしたいという陳情者の気持ちはわかっ

とですが、所有者も管理者もわからんという、

この状況でこれば採択すっとはなかなか無理の

あっとじゃなかろうかと思うばってんですね。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 小会します。 

（午前１１時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４５分 本会） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 それでは、以上の部分について御意見等はあ

りませんか。 

○委員（西濵和博君） 執行部の説明を伺いま

して、両施設においては、所有者を確認される

作業をこれまで尽くしておいでになったという

経過も承知いたしました。陳情の趣旨をかなえ

るためには、その所有者をはっきり確認すると

いう一義的な取り扱いがかなわないとできない

というところも理解しました。 

 現状においては、先ほどの説明にもありまし

たように、今後この状況が明るくなるという見
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通しも難しいだろうということでございますの

で、当委員会としては、現状を踏まえると結論

を得るには至らないというふうに思われますの

で、今回は審議未了が適当かというふうに思わ

れます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 審議未了との御意

見が出ました。ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、お諮り

いたします。 

 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 平成３０年陳情第６号・御小袖塚及び護国山

顕孝寺跡並びに周辺史跡の保存及び整備方につ

いては、閉会中継続審査の申し出をしないこと

並びに結論を得るに至らなかったこと、すなわ

ち審議未了とするに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（成松由紀夫君） 挙手全員と認め、

本件は審議未了とすることに決しました。 

 執行部は御退出願います。（｢ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり）ありがとうござい

ました。 

○委員長（成松由紀夫君） 以上で、付託され

ました案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 小会します。 

（午前１１時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５８分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、水道事業に関する諸

問題の調査、以上の２件であります。 

 このうち、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査に関連して６件、執行部から発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（八

代市水産振興ビジョンの策定について） 

○委員長（成松由紀夫君） それではまず、八

代市水産振興ビジョンの策定についてをお願い

いたします。 

○水産林務課長（中川俊一君） 水産林務課長

の中川です。本日はお時間をいただきまして、

策定いたしました八代市水産振興ビジョンの概

要について説明させていただきたいと思います。 

 資料といたしまして、水産振興ビジョン本

体、それとＡ３判の概要版をおあげしておりま

す。本日は主に概要版のほうを用いて説明させ

ていただきたいと思います。済いませんが、座

って説明申し上げます。 

○委員長（成松由紀夫君） はい、どうぞ。 

○水産林務課長（中川俊一君） この水産振興

ビジョンは、これまで水産振興を図る上で、水

産政策に特化したものが策定されておらず、今

回初めて策定したものです。 

 水産振興ビジョンの策定に当たりましては、

これまで漁業者へのアンケート調査を実施し、

漁業者の実態把握と漁業者が何を望んでいるか

などの調査を行っております。 

 また、素案の段階で漁協の組合長さん、役員

などで構成される協議会への概要説明及び意見
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聴取を行い、ビジョン策定に反映させておりま

す。その後、市内部の政策会議を経て、パブリ

ックコメントを実施しております。 

 今後は、本日の委員会への概要説明を経て、

公表する予定としておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 Ａ３の概要版のほうでお願いいたします。 

 まず初めに、水産振興ビジョンの策定の背景

について述べております。 

 本ビジョンは、本市水産業の現時点における

問題点、課題等を整理し、今後の水産業振興を

図る上での方向性と取り組む施策について作成

したものです。 

 本ビジョンの位置づけとしましては、市の最

上位計画であります第２次八代市総合計画を踏

まえ、策定するものとしております。 

 計画期間は、令和元年度から令和７年度まで

の７カ年としております。 

 目標につきましては、本市第２次総合計画の

基本計画に栽培漁業の推進を初め、４つの具体

的な施策を示しております。これらの施策を推

進することにより、基本目標である地域資源を

活かし発展するまちを目指すこととしておりま

す。 

 概要書、右側の説明をさせていただきます。

概要書右側で、第２次八代市総合計画と関連さ

せて整理しております。なお、本体では同じも

のを３５ページのほうにまとめて掲載しており

ます。 

 系統図の左側に第２次八代市総合計画の基本

目標と具体的な施策を掲げ、これと関連させる

形で目指す方向性及び具体的な取組と数値目標

を設定しております。 

 まず初めに、目指す方向性及び具体的な取り

組みのところで、継続的な水産資源の確保を目

指す方向性として掲げております。 

 ここでは、具体的な取り組みとして、つくり

育てる栽培漁業の推進として、稚魚などの種苗

放流を行うこととしております。２つ目に、ア

サリ保護のための被覆網の設置及びアサリ着底

促進基質設置を具体的な取り組みとしておりま

す。 

 数値目標としましては、アサリ等貝類以外の

水産物漁獲量、これ魚類になりますが、令和７

年度で２３０トンと設定しております。 

 ２番目に、豊かな海の回復及び水産業生産基

盤・環境整備を目指す方向性としております。 

 ここでの具体的な取り組みとしましては、ア

サリ漁場改善のための県営覆砂事業、アサリの

食害対策となるナルトビエイの捕獲に対する支

援。３番目に、水産多面的機能発揮対策事業の

活動に対する支援。これは、鏡町漁協で取り組

んでおられますアサリ漁場の環境改善を行う事

業となっております。このほかに、漁場清掃、

魚礁、藻場礁の設置、航路標識や船だまり等の

補修、老朽化してきた漁港の機能保全工事など

の推進を具体的な取り組みとして行うこととし

ております。 

 数値目標としましては、アサリの漁獲量を令

和７年度で２３０トンと設定おります。次に、

漁場環境維持保全のための漁協による漁場清掃

の回数、これにつきましては年２３回以上とし

ております。現状維持の数値となっておりま

す。漁港や航路航行時の漁船事故につきまして

は、航路標識などの整備を適切に行い、今後も

事故ゼロを目指してまいります。 

 ３番目の目指す方向性として、意欲と活力に

満ちた漁業経営体としております。 

 ここでの具体的な取り組みは、新規就業者に

対する支援制度の活用としており、数値目標と

しまして、新規漁業就業者の確保１名以上とし

ております。 

 同じく４番目の意欲と活力に満ちた漁業経営

体につきましては、具体的な取り組みを八代産

水産物の品質向上や高付加価値化に対する支

援、漁船等施設整備の際の借り入れに対する利
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子補給、観光潮干狩りや舟出浮きなどの観光漁

業に対する支援、八代産水産物を用いた魚食普

及イベントの開催としております。 

 これらに対する数値目標につきましては、八

代産水産物の品質向上や高付加価値化に資する

取り組みを年２件以上、漁船等の施設整備の融

資に対する利子補給が年２件以上、魚のさばき

方教室などの魚食普及イベントを年２回以上開

催することとしております。 

 最後に、漁協の組織基盤の充実・強化におい

ては、組合員数が減少していく中、漁協合併は

喫緊の課題であり、県と連携し漁協合併に取り

組むこととしております。 

 ここでの数値目標は、年３回以上の漁協合併

に関する研修や協議を行うこととしておりま

す。 

 以上、早口で申し上げましたけど、水産振興

ビジョンの概要となります。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代市水産振興ビジョンの策定についてを終了

いたします。 

 執行部入れかわりのため、小会いたします。 

（午後０時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０８分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（指

定管理者の更新について） 

○委員長（成松由紀夫君） 本会に戻します。 

 次に、指定管理者の更新についてをお願いい

たします。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） 皆さん、

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

経済文化交流部の中でございます。 

 本日は、経済文化交流部が所管しております

施設のうち、今年度末に指定管理の期間満了を

迎えるものについて、更新の手続に入る必要が

ございますので、今回の事務の進め方について

御報告申し上げます。 

 説明については、着席の上、申し上げてよろ

しいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○経済文化交流部次長（中 勇二君） お手元に

Ａ３の資料ございますでしょうか。そちらに基

づいて説明いたします。 

 今回、１３の施設が対象となりますが、検討

に当たりましては、それぞれの施設の設置目的

や、これまでの運営状況等について把握をし、

さらに国の動向など近年の行政運営に関する状

況の変化を加味した上で、本市の公の施設に係

る指定管理者の指定の手続等に関する条例及び

その運用方針に照らして判断したところでござ

います。 

 それでは施設ごとに説明いたします。 

 まず、やつしろハーモニーホールについては、

平成１９年から指定管理制度を導入し、これま

で３回の指定管理を行っております。現在の指

定管理者は株式会社イズミテクノです。前回の

募集方法は公募で、期間は５年間でございまし

た。 

 今回の募集については、施設の設置目的及び

施設利用者のニーズに柔軟に対応できることや、

民間事業者の競争性が確保できると判断いたし

まして、引き続き公募として取り扱いたいと考

えております。期間は５年間を考えております。 

 次に、八代市働く婦人の家です。平成２１年

からこれまで３回の指定管理を行っています。

現在の指定管理者は、一般社団法人八代弘済会

です。前回の募集方法は公募で、期間は５年間

でございました。 

 今回の募集に当たりましては、施設の設置目

的及び民間事業者の競争性が確保できると判断

いたしまして、引き続き公募とし、期間は４年
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間を考えております。 

 期間の４年間の理由といたしましては、婦人

の家と運用・機能が類似しておりますサンライ

フ八代とあわせて、利用者の利便性や施設の運

用・管理の効率化等について、ファシリティマ

ネジメントの観点から検証を行う必要性がある

と判断いたしましたことから、サンライフ八代

の指定管理期間の終了年、令和５年度に時期を

合わせるため、期間は４年間と考えております。 

 次に、八代市広域交流地域振興施設、いわゆ

る、よかとこ物産館及び八代市松中信彦スポー

ツミュージアムについては、よかとこ物産館が

平成２０年から３回、スポーツミュージアムが

平成２２年から５回、指定管理を行っておりま

す。両施設については、前回から一括で公募し

ており、現在の指定管理者は、株式会社肥後畳

表中央市場で、市へ納付金を納めていただいて

おります。 

 今回の募集方法は、引き続き一括公募で、期

間は５年間とし、納付金をいただくことを考え

ております。 

 次に、八代市日奈久観光交流施設、いわゆる、

ゆめ倉庫についてでございますが、平成２４年

からこれまで２回の指定管理を行っています。

現在の指定管理者は、九州綜合サービス株式会

社です。前回の募集方法は公募で、期間は５年

間でございました。 

 今回の募集方法は引き続き公募とし、期間は

５年間を考えております。 

 次に、八代市五家荘観光施設についてでござ

いますが、平成２４年からこれまで２回の指定

管理を行っております。対象施設は五家荘平家

の里、緒方家、左座家、五家荘自然塾、五家荘

渓流キャンプ場、梅の木轟公園管理施設、五家

荘草花資料館、久連子古代の里の８施設でござ

います。 

 このうち、資料の下段に記載しております五

家荘草花資料館と久連子古代の里については、

利用者と売り上げの動向、また、観光施設あり

方検討会の意見を参考にいたしまして、両施設

の今後の活用方法を地元関係者などと協議して

いく必要があると判断しましたことから、今回

は指定管理の対象から外すことといたしました。

そのため、今回の指定管理の更新施設は、２施

設を除く６施設について実施するものとし、募

集方法は引き続き一括公募で、期間は５年間を

考えております。 

 最後に今後のスケジュールでございますが、

９月下旬から１０月上旬を募集期間としまして、

その後、候補者選定委員会で審議をした上で候

補者を選定いたします。その後、１２月議会に

おきまして、指定管理者の選定と債務負担行為

の議決をお願いする予定としております。３月

に協定書を締結し、４月からの管理運営開始と

予定いたしております。 

 説明については以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について、何

か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（北園武広君） 済みません。今回、１

３施設が指定管理で募集をされるということで

ございますけども、先ほど話があったスケジュ

ールの中で、１０月下旬から１１月上旬にかけ

て候補者の選定委員会を開催されるということ

でございますけども、それのできましたら構成

メンバー、誰々なのかという、どういった組織

なのかという部分が１点と、それと本来、指定

管理に関しては、国が推奨されてきとっとだろ

うとは思うとですけども、内容的に企業のノウ

ハウを市の施設に生かしてというような取り組

みだとは思うとですけども、その中で各施設等

もそれぞれに条例とかで縛られていて、そもそ

も企業が生かせるノウハウというのが果たして

有効にできているのかなという感がありますの

で。ただ、それでモニタリング評価を年に１回

されておるかと思うとですけども、その中での
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モニタリング評価は意義あるものなのか、また

それが評価された内容というのが次の更新とか

そういったとに反映できているのかという部分、

どういった反映の仕方があるのかという部分を

お尋ねしたいというふうに思います。まずは構

成メンバーから。 

○商工政策課長（田中 孝君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）商工

政策課の田中でございます。 

 委員お尋ねのまず１点目でございます。指定

管理者候補者選定委員会の委員のメンバーとい

うことでございますが、予定では１０月末から

１１月上旬ということで準備をしておりまして、

現在、外部委員さんを５名から７名程度、内部

委員を５名程度ということで、物件が多うござ

いますので、２日間にわたりまして対応してま

いります。その中で出席おおむね９名から１０

名ということで進めてまいりたいと考えており

ます。 

 主な外部委員さんで申しますと、税理士会の

八代支部から御推薦をいただいた方、熊本高専

から御推薦いただいた方、県立大学から御推薦

いただいた方、県南広域本部、さらにはＤＭＯ、

商工会議所、商工会、それと関係部署でござい

ます総務企画部長、経済文化交流部長、財務部

長、泉支所長というようなメンバー構成をもっ

て進めてまいりたいと考えております。 

 それと、もう１点のモニタリングをどう生か

すかということでございますが、概念的なとこ

ろで申しわけございません、それぞれの施設が

ちょっとございますので。モニタリング評価を

いたします。その結果につきましては、それぞ

れの利用人数だったり、維持管理の方法等をで

すね、勘案いたしまして評価をしているところ

でございます。さらにそれを受けての募集要綱

策定という形で進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（北園武広君） ちょっとこれは意見と

して捉えていただきたいんですけど、期間が４

年から５年ということで長期にわたっている。

それは安定した経営を長くある程度保たないと

できないというのは理解できるんですけども、

昨今の施設、特に観光施設に関していくと、極

端に利用者が少なくなってくる施設等も見受け

られます。それに伴って収益等も減ってくるし、

管理費の中にいろんな形で含まれてはいるかと

思うとですけども、そういった感じでモニタリ

ングで評価されたときに、そこの従業員さんと

いいますか、方々の意識の向上というかですね、

それが５年間変わらなければ、やっても一緒、

やらなくても一緒のような感覚になりゃせんの

かなと。だから、途中の４年間だったら２年と

か、中間的にですね、その状況を見直しながら

っていう検討ができないものなのかなと。中間、

間でですね、できないものなのかなというのが

自分の中にありますので、その辺のところを検

討できればなというふうに思いますし、そこは

また執行部のほうに足を運びまして、皆さん方

とお話ししていきたいなというふうに考えてい

ます。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） 途中の検証も含め

てというような要望でありますので、聞き置い

ていただければと思います。 

 ほかにございませんか。 

○委員（増田一喜君） 五家荘草花資料館、そ

れから久連子古代の里、これは指定管理委託を

更新しないということは、更新しないというか

そのまんまのところにやるちゅうことなんです

か。それとも……。これは市の所有だったかな。

そのまんま更新しないんだから、市の直轄です

るということなんでしょうか。どういう意味な

んでしょうか。それはなぜなのか教えてくださ

い。 
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○泉支所地域振興課長（中村道久君） 皆さん、

こんにちは。(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）泉

支所地域振興課の中村でございます。よろしく

お願いいたします。 

 ただいま委員御質問の件ですけれども、今回

２施設を指定管理のほうから外しております。 

 これにつきましては、当分の間、市で直営し

管理をしながら、住民とも十分話していきなが

らですね、後の管理方法を考えたいと思ってお

ります。 

 以上です。（委員増田一喜君「なぜなんです

か。なぜ外したんですか」と呼ぶ） 

○委員長（成松由紀夫君） なぜ外したのかと

いう、その理由。 

○泉支所地域振興課長（中村道久君） なぜ外

したのかといいますと、観光施設あり方検討会

の意見、それから利用者の売り上げ等が減少し

たというのが理由でございます。（委員増田一

喜君「減少」と呼ぶ）はい、売り上げの減少で

す。 

○委員長（成松由紀夫君） 売り上げの減少と

あり方検討会の意見。よろしいですか。 

○委員（増田一喜君） わかりました。 

○委員長（成松由紀夫君） 執行部に委員長か

ら意見ですけど、あり方検討会ありきであんま

り言ってもね、やっぱり議員さんにはなかなか

響かんけんで、売り上げの減少とか端的なとこ

ろをちょっと説明していただいて。 

 それと直営される部分というのは、ここは避

難所に挙げられてるんじゃないですか。そこの

説明はしなくていいの。 

○経済文化交流部次長（岩崎和也君） こんに

ちは。(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）岩崎です。

よろしくお願いします。 

 久連子古代の里のほうが避難所として使われ

ております。それから地元の方々が両施設とも

集会所みたいな生活に密着した使い方はできな

いだろうかというような御意見もいただいてお

ります。 

 それから、２つを外すに当たりましてはです

ね、地元とも十分協議をしながら、御意見を賜

りながら進めているところでございますので、

今後よりよい市民の地域の方々の生活に密着し

た使い方はないか、こういったものをですね、

検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（成松由紀夫君） 増田委員、よろし

いですか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） だから、泉の地元

の方々の意見をしっかり吸い上げて進めていく

ということで、中村課長、よろしいですか。 

○泉支所地域振興課長（中村道久君） はい。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

指定管理者の更新についてを終了します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（や

つしろハーモニーホールネーミングライツ・パ

ートナー募集について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、やつしろハ

ーモニーホールネーミングライツ・パートナー

募集についてをお願いいたします。 

○商工政策課長（田中 孝君） 改めまして、

商工政策課、田中でございます。 

 やつしろハーモニーホールネーミングライツ

・パートナー募集について御説明させていただ

きます。説明については着座して説明してよろ

しいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○商工政策課長（田中 孝君） ありがとうご

ざいます。 

 それでは、お手元に配付しております、Ａ４

を１枚でございますが、そちらをごらんくださ



 

－30－

い。 

 まず、ネーミングライツの導入目的でござい

ます。ネーミングライツを利用して新たな財源

を確保し、当該文化ホールの維持管理及び文化

振興を図ることを目的としております。ネーミ

ングライツを導入することにより、自治体は新

たな財源を確保できる、民間企業等は施設を通

じて宣伝広告効果が得られる、市民はよりよい

サービスを受けることができるというように、

全方向にメリットを生じさせることが目的でご

ざいます。 

 募集期間といたしましては、令和元年９月２

６日から令和元年１１月１５日でございます。 

 愛称の使用期間といたしましては、令和２年

４月１日から令和７年３月３１日までの５年間

を想定しております。 

 導入スケジュールといたしまして、９月下旬、

先ほどの期間、パートナー募集を行います。そ

の後、１２月に八代市広告掲載要領に基づき審

査及び優先交渉権者の決定及び協議ということ

でございます。翌年１月中旬にはネーミングラ

イツ・パートナーの決定、契約締結、１月下旬

には調印式、２月から市のホームページ掲載、

関係機関への周知、表示等の変更を行いまして、

４月からネーミングライツの運用開始というこ

とで考えております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（髙山正夫君） ハーモニーホールのネ

ーミングライツは大賛成です。契約価格はお幾

らなんですか。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） こんに

ちは。企画政策課の福本です。 

 ネーミングライツの希望価格といいますか、

昨年度、実施しました八代トヨオカ地建アリー

ナのネーミングライツの事例を参考に希望価格

の設定を考えております。そのとき実施しまし

た希望価格は３００万円でございました。 

 以上です。 

○委員長（成松由紀夫君） よろしいですか。 

○委員（髙山正夫君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） ないですね。なけ

れば、以上でやつしろハーモニーホールネーミ

ングライツ・パートナー募集についてを終了し

ます。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（八

代港ポートセールスビジョンの改訂について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、八代港ポー

トセールスビジョンの改訂についてをお願いい

たします。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） こ

んにちは。(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）国際

港湾振興課の南です。よろしくお願いいたしま

す。 

 八代港ポートセールスビジョンの改訂につい

て御報告させていただきます。説明については

着座にて説明させていただきます。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） そ

れでは、配付資料に沿って御説明いたします。 

 まず、現行のビジョンですけども、策定期間

が平成２６年度から平成３０年度となっており、

平成３０年度で終期を迎えましたことから、こ

れまでのポートセールス活動や目標達成状況を

振り返り、今後５年間における新たな目標値や

ポートセールスの方向性の見直しを行うため、

策定いたします。 

 ビジョン策定の目的としましては、八代港に

求められる役割の増大に伴い、地域産業の競争
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力強化と地域経済の発展を目的に、八代港にお

けるポートセールスの方向性や取り組み内容、

達成目標などを関係者間で共有し、連携して取

り組むことで、その効果の最大化を図ることを

目的とするものでございます。 

 策定の時期は、今月の予定となっております。 

 策定の主体は、熊本県及び八代港ポートセー

ルス協議会でございます。 

 今回、策定までの経過といたしましては、平

成３１年３月８日に関係企業や関係機関にお集

まりいただき、意見集約を行っております。そ

の後、５月末までに事務局にて素案を作成され、

５月３１日に開催された八代港ポートセールス

協議会の理事会・総会で説明がなされておりま

す。その後、各関係企業・機関との意見集約が

行われ、８月５日から９日にかけて八代港ポー

トセールス協議会会長、各理事、関係企業、関

係機関へのビジョン案の提示が行われ、その意

見を反映させたものを、本日、熊本県議会、八

代市議会の両常任委員会へ報告させていただい

ております。 

 ビジョンの内容につきましては、別紙の２枚

目のほうですね、八代港ポートセールスビジョ

ン概要版にて説明させていただきます。 

 まず、八代港の概要につきましては、地理的

な位置、主な沿革について記載し、コンテナヤ

ードについて主な港湾スペックを記載してござ

います。詳細については説明を省略させていた

だきます。 

 次に、ビジョンの中身についてでございます

が、左からまず八代港の現状について、輸出入

貨物の集貨、航路サービス、港湾機能、クルー

ズ船の４項目に分けて整理し、その右隣に４項

目ごとに八代港の課題を抽出しております。 

 例えば、１項目めの輸出入貨物の集貨では、

国際コンテナ貨物の取り扱いが３年連続で過去

最高を更新しているものの、課題のところで輸

出の７４％、輸入の６４.３％が博多港を利用

している状況となっております。それらの４項

目の課題を踏まえて、今後取り組む施策を項目

ごとに中央右の課題を踏まえた施策欄に示して

おります。 

 １項目めの輸出入貨物の集貨では、さらなる

取り扱い貨物をふやすために、福岡県の港を利

用している県内及び南九州の荷主企業へのポー

トセールスの実施などを掲げております。 

 ２項目めの航路サービスでは、八代港のさら

なる利便性向上による競争力強化を図るため、

新規航路の誘致や既存航路の延伸、増便の働き

かけを行っていくこととしております。 

 ３項目めの港湾機能では、コンテナターミナ

ルシステムの導入や、ストラドルキャリア更新

など設備の充実化等に向けた支援のほか、輸出

コスト削減につながるマイナス１４メーター航

路の着実な整備促進や、農林産物、危険物の取

り扱い量の増加に資するリーファーコンセント

の増設やＣＦＳ倉庫の整備などを掲げておりま

す。 

 ４項目めのクルーズ船では、官民連携により

受け入れ体制の強化を図ることとしております。 

 これらの取り組み施策により、コンテナ貨物

取扱量による目標数値を、令和５年には２万８

０００ＴＥＵを目指すこととしております。中

長期的にはひとり立ちできる目安が３万ＴＥＵ

から４万ＴＥＵと言われることから、４万ＴＥ

Ｕを目指すこととしております。 

 最後に、これらの施策により八代港の将来像

といたしまして、次の機能、役割を担う港を目

指していくこととしております。 

 一つ、南九州から世界につながる物流のゲー

トウェイとして、企業から選ばれる港。一つ、

韓国に加え、中国、台湾等との新規航路を実現

し、世界とつながる利便性の高い港。一つ、熊

本県南フードバレー構想や、やつしろ物流拠点

構想と連携した南九州の物流集積に対応できる

機能を持つ港。一つ、九州中央の大型クルーズ
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船の受け入れ拠点として、観光客で賑わう港と

しております。 

 以上で八代港ポートセールスビジョンの改訂

についての説明を終わります。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等ありませんか。 

○委員（西濵和博君） 御丁寧な説明ありがと

うございました。これまでの取り組み、大変だ

ったかと思いますけれども、評価したいと思い

ます。 

 本日は概要版の御説明ということで、やがて

本編がしっかりと公表されるというふうに思う

んですが、私たち県民、市民は本編をどのよう

な媒体を使ってですね、その内容を知ることが

できるかというのがまずお尋ねです。 

 ２点目です。御説明にもありましたけれども、

アジアにつながる世界に羽ばたく八代港という

ことで、ここにも韓国、中国、台湾等々書いて

ございますが、ポートセールスということで、

国内だけでなく、やはり世界にうっていかれる

んだろうというふうに思いますので、この内容

の概要版程度でもいいのかもわかりませんが、

日本語表記だけじゃなくてですね、外国の方に

も訴えるような資料の作成とかをされているの

かどうか。されてなければ、県のほうにでもで

すね、要望していただけたらどうかなと思うん

ですけれど。この２点をお伺いします。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） ま

ず１点目の公表の件ですけども、これは今、県

のほうで決裁をとられている途中ということで、

説明が終わってるんでもうじき決裁が終わりま

すという報告を受けております。決裁が終わっ

たら県のほうのホームページ等で公開されるも

のと思っております。 

 それともう１点、多言語表記ですけども、そ

ちらのほうは、今のところ、そういった多言語

表記で作成するという話はちょっと聞いてませ

んので、今、お話しされたところをですね、県

のほうに申し入れしておきたいというふうに思

います。 

○委員（西濵和博君） 承知しました。県のホ

ームページでも見れるということですが、八代

市のホームページでも、せっかくだからですね、

ポートセールス協議会も御加入ですから、リン

クできればなおさらいいかなと思います。 

 それと多言語表記については、ぜひですね、

遠いこととしてでなくて、恐らく効果がないこ

とはないと思いますので、積極的に取り組んで

いただけるよう、しっかりとリクエストを上げ

てください。 

 以上です。ありがとうございました。 

○委員長（成松由紀夫君） ほかにございませ

んか。 

○委員（増田一喜君） 八代港の将来像という

ことで、韓国に加え、中国、台湾等との新規航

路を実現のようなことを書いてありますけど、

台湾はいいんですけどね、韓国もちょっとまず

いし、中国とはできるのかなという心配がある

んですよね。ただ、答えにくいとは思うんです

よね。なかなか難しいと思うんですよ。将来の

ことなんだから、自分たちでこうと思っても、

相手方がおることでわからない部分があるから、

なかなか答えるのが難しいとこがあるんですけ

れども、一応どんなふうな見方をされてますか。 

○委員長（成松由紀夫君） 今後の見方につい

て。 

○理事兼国際港湾振興課長（南 和治君） 今

おっしゃるようにですね、昨今ちょっと国際情

勢でなかなか難しい面がございますけども、つ

い８月ですね、昨年もでしたけども、ポートセ

ミナーというのを開催しております。そこに荷

主企業さんですとかに多数お集まりいただくん

ですけども、そういった中からもですね、どう

しても中国との取引が多いもんですから、中国

との直接の航路をつくっていただきたいという
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要望はかなりあっておりましたので、それに向

けては我々も動いてきております。 

 今の状況としては、かなり船主さんとしまし

ても興味を示されているところもありますので、

先のことはちょっとわかりませんけども、でき

れば荷主さんの要望が多いというところで引き

続き取り組んでいきたいというふうに思ってお

ります。 

○委員（増田一喜君） そうですね。民間同士

は結構いいんですけどね、やっぱり国と国とい

うのは政治的な話が絡むんでしょうけど、なか

なか今、微妙な情勢になっているからですね。

だけども民間のほうと一緒になってですね、う

まくいくように努力していただければと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。意

見でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） 今のことも含めて

考えれば、多言語表記は重要ですよね。そうい

ったのも考えていただきたいですね。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

八代港ポートセールスビジョンの改訂について

を終了いたします。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（台

湾バドミントン協会との友好交流覚書締結につ

いて及び２０１９女子ハンドボール世界選手権

大会について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、台湾バドミ

ントン協会との友好交流覚書締結について及び

２０１９女子ハンドボール世界選手権大会につ

いてをお願いいたします。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） こんにち

は。(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）スポーツ振

興課、小野でございます。本日は台湾バドミン

トン協会との友好交流覚書の締結と、２０１９

女子ハンドボール世界選手権大会について御報

告いたします。なお、報告については着座にて

報告してよろしいでしょうか。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） まず１点

目ですけれども、台湾バドミントン協会との友

好交流覚書締結ですけれども、台湾バドミント

ン協会と八代市、熊本県バドミントン協会、八

代市バドミントン協会との４者におきまして、

令和元年９月９日に台湾台北市におきまして、

スポーツ分野における友好交流覚書を締結して

まいりました。 

 これまでの経緯についてですけれども、まず

初めに、平成２９年１月に八代市東京オリンピ

ック・パラリンピック事前キャンプ誘致推進実

行委員会を設立いたしました。その中で県等か

らの助言等をいただきながら、競技種目をバド

ミントン、対象国を台湾として検討を進めてま

いりました。平成３０年４月に中村市長を初め

とした実行委員会メンバーで台湾台北市を訪問

しまして、台湾バドミントン協会理事長、副理

事長などに対し、八代市の概要やスポーツ環境、

周辺施設、バドミントンチームの紹介などのト

ップセールスのほうを実施いたしました。 

 その後、平成３１年１月に台北市及び基隆市

を訪問し、再度バドミントン協会への市長トッ

プセールスのほうを実施しております。 

 また、この際の訪問では、八代市のジュニア

バドミントンチームの選手と、台北市・基隆市

のジュニアバドミントン選手との交流試合など

のバドミントン交流を行っております。 

 令和元年６月にも台湾バドミントン協会との

協議のほうを行っております。この協議の中で

台湾バドミントン協会がジャパンオープンの視

察を行うということであったために、ぜひ八代

のほうを視察してもらいたいとの依頼のほうを

行っております。 

 また、バドミントン協会からも９月にヨネッ

クスチャイニーズタイペイオープン２０１９を



 

－34－

開催するので中村市長へ表彰式のプレゼンター

を行ってほしいとの依頼を受けております。 

 この訪問の際にも市内高校のバドミントン選

手が同行し、台北市・高雄市とのバドミントン

交流も実施しております。親善試合や記念品交

換、台湾ナショナルスポーツトレーニングセン

ターなどの視察を行い、参加した選手、監督か

らも、これまでにない経験ができたなどの声を

いただいたところでございます。 

 そして、９月６日から９日にかけまして、ヨ

ネックスチャイニーズタイペイオープン２０１

９の視察と、台湾バドミントン協会の友好交流

覚書の締結を行ってまいりました。 

 資料のほうは３ページになります。 

 ヨネックスチャイニーズタイペイオープン２

０１９では、女子ダブルスの表彰式において中

村市長がプレゼンターとして優勝及び準優勝の

選手への表彰を行っていただいております。 

 ９月９日に台湾バドミントン協会と八代市、

熊本県バドミントン協会、八代市バドミントン

協会との４者におきまして、スポーツ分野にお

ける友好交流覚書を締結することができました。 

 ４ページ目をごらんください。友好交流覚書

の写しを添付しております。 

 中華国民バドミントン協会と八代市、熊本県

バドミントン協会、八代市バドミントン協会は、

相互の友好関係の強化及び相互理解を増進する

手段としてのスポーツ分野における協力の進展

を目指し、覚書を締結するとの内容で締結して

います。 

 今後、八代市と台湾バドミントン協会との間

におきましてそれぞれに訪問を行うなど、ジュ

ニアのバドミントンの親善試合や友好交流、ま

た、ナショナルチームの事前キャンプ誘致への

協議などを進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、２点目の２０１９女子ハンドボ

ール世界選手権大会についてでございます。資

料のほうは、別紙１と書いてあるものをごらん

いただければと思います。 

 まず、大会概要でございますけれども、主催

は国際ハンドボール連盟、通称ＩＨＦと申しま

すが、ハンドボール連盟でございます。 

 ２の開催期間でございますけれども、２０１

９年１１月３０日土曜日から１２月１５日日曜

日の１６日間で行います。 

 試合数については９６試合、会場については

パークドーム熊本、アクアドームくまもと、熊

本県立体育館、八代トヨオカ地建アリーナ、山

鹿市体育館の５会場となります。参加チームは

各地で開催された大会予選等を通じ、２４チー

ムが決定しております。 

 今回の大会のうち、トヨオカ地建アリーナで

は予選ラウンドの１０試合が行われます。日程

につきましては、１１月３０日土曜日、１２月

１日日曜日、３日火曜日、４日水曜日、６日金

曜日の計５日間でございます。 

 八代での対戦チームですけれども、下の赤枠

で囲っておりますグループＣのルーマニア、ハ

ンガリー、モンテネグロ、スペイン、セネガル、

カザフスタンの６カ国となっております。 

 次に、資料２のほうをごらんいただけますで

しょうか。これまでも大会の成功に向け、鋭意

準備を進めてきましたけれども、今後の機運醸

成の取り組みについて御説明いたします。 

 まず、特別サポーターの八代亜紀さんが書き

下ろした絵画及び大会トロフィー、メダルを八

代市役所仮設庁舎で展示いたします。 

 期間は、１０月２１日月曜日から１０月３１

日木曜日の平日の開庁時間となります。 

 展示物といたしましては、八代亜紀さんの油

絵を展示いたします。 

 次に、優勝チームに贈られるトロフィーを展

示いたします。このトロフィーは阿蘇市在住の

彫刻家、石原昌一さんの作品で、日本の女子ハ

ンドボーラーをモデルに作製されており、台座

部分を熊本の伝統的工芸品、肥後象嵌で装飾さ
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れております。 

 次に、大会の上位３チームに贈られるメダル

を展示いたします。メダルの中心に熊本及び八

代を中心としてつくられた刀のつばである肥後

鍔をモチーフにしたプレートが配置されており

ます。プレートには日本を象徴する花である桜

の花を熊本の伝統工芸品である肥後象嵌で表現

してあります。また、リボンには山鹿市で生産

された絹糸を使い、日本の伝統技術を用いて作

製する組み紐を採用することで、日本らしさ、

熊本らしさを表現してあります。 

 このように展示物を市民にごらんいただくこ

とで、女子ハンドボール選手権大会に向けた機

運の醸成を図りたいと考えております。 

 次に、資料３をごらんください。 

 ２０１９女子ハンドボール世界選手権大会の

３０日前イベントとしまして、「２０１９熊本

に国際スポーツイヤーがやってくるｉｎ八代」

を開催いたします。日時は１０月２７日日曜日、

場所はイオン八代でございます。 

 主な内容としまして、２０１９女子ハンドボ

ール世界選手権大会特別サポーターや、オムロ

ンハンド部選手のトークショーや、出場国応援

運動Ｃグループ６カ国のＰＲステージ、ハンド

ボールのフリースロー体験や、ＶＲ・ＡＲ体験

コーナーなどを展示する予定です。そのほか、

くまモンステージや、メダル、トロフィーの展

示など、多くの市民にハンドボールの魅力をア

ピールしたいと考えております。入場無料とな

っております。１１時１５分からセレモニーも

開催いたしますので、よろしければぜひお立ち

寄りいただければというふうに思います。 

 最後に、女子ハンドボール応援宿泊プランｉ

ｎ八代のチラシのほうをごらんいただけますで

しょうか。こちらは大会期間中、八代市に宿泊

してもらい、２０１９女子世界ハンドボール選

手権大会の観戦ができる旅行商品でございます。 

 期間は１１月２９日から１２月１５日となっ

ており、期間中に八代市内のホテル、旅館に宿

泊すると格安で利用することができ、あわせて

世界ハンドの観戦チケットがセットになってお

ります。これはモニターツアーとしての旅行商

品を造成することで、県外や国外の利用客を図

ることはもとより、大会を盛り上げることを目

的としております。ぜひ県外などから八代市に

お越しいただくお知り合い等がおられましたら、

御紹介していただければと思います。今後は県

外からの誘客を図るために福岡県や広島等にお

いてＰＲを行っていきたいというふうに考えて

おります。 

 最後になりますけれども、２０１９女子世界

ハンドボール選手権大会は、世界最高峰のプレ

ーを間近に見ることができる二度とないチャン

スでありますので、今後もさまざまな取り組み

を行い、オール八代で機運の醸成を図ってまい

りたいと思いますので、ぜひ観戦いただければ

というふうに思います。 

 以上で報告のほうを終わります。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（増田一喜君） チケットほうは売れて

るのかな。どうやって買っていいか私はようわ

からんとですけどね。だけん、売れてんのかな

と思ってですね。買いたいけど、今、考えよる

とこなんです。 

○委員長（成松由紀夫君） 世界ハンドボール

のチケットについて。 

○スポーツ振興課長補佐兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） チケットにつきま

しては、我々もですね、大もとの国際スポーツ

大会推進課というのがですね、県庁内にあるん

ですけども、そこに問い合わせ中でですね、今

月末ぐらいまではですね、各コンビニで販売さ

れているんですけども、その集計が出るのでは

ないかというふうに今向こうからお答えをいた
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だいているところでございます。 

 購入方法につきましては、今、各ですね、八

代では５日間行われるんですけども、今の午後

のですね、昼から大体７時ぐらいからあるんで

すけども、午後の部分のハッピーアワーチケッ

トというのがですね、５００円のクーポン券が

ついたハッピーアワーチケットというのは販売

されておりますけども、午前中の部がですね、

販売されておりません。こちらはインターネッ

トのほうで販売されておりますけども。ただ、

１０月１日から八代で行われますチケットにつ

きましては、全てですね、手売りの販売所があ

ります。八代市の総合体育館、それと観光案内

所、ＤＭＯさんのくまナンステーション、それ

とハヤカワスポーツ店、そして仮設庁舎の弘済

会さんの売店のところですね、それとゆめタウ

ンのところで買えるようになりますので、１０

月１日からですね、手売りというか、直接購入

できるようになります。 

 以上でございます。 

○委員長（成松由紀夫君） ＤＭＯって、くま

ナンステーションのこと。 

○スポーツ振興課長補佐兼スポーツプロジェク

ト推進室長（本村秀記君） はい、くまナンス

テーションです。 

○委員長（成松由紀夫君） 中心市街地にある

の。 

○委員（増田一喜君） はいはい、わかりまし

た。また後で詳しく聞きます。 

 それと、質問じゃないんだけど、ちょっと御

意見ちゅうか話なんですけど、この台湾のバド

ミントン協会との友好交流、ここですね、覚書

ができたという。以前、私と経済企業委員長の

成松議員と台湾に友好都市だったかな、友好都

市の覚書ちゅうか、協定のときにお伺いしたと

き、ちょうどこの台湾バドミントンのほうもお

会いできたんですよね。そのときにこの話が出

てたんですよね。この交流ちゅうか、子供たち

もということで。そのときには何かいい返事は

なかったんですよね。ちょっと悔しい思いをし

ながら帰ってきた覚えがあるんですけれども。

しかし、その後、担当課のほうがですね、職員

さんのほうが一生懸命やって、こうやって協定

まで結びつけたと。非常に御苦労されたとは思

います。しかし、その結果がちゃんと出ている

のでですね、大変御苦労さまでございました。

評価いたします。 

○委員長（成松由紀夫君） 前議長からお褒め

の言葉でございました。 

 ほかに何かございませんか。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） 済みませ

ん。ちょっと資料の訂正をお願いしたいと思い

ます。今ありました、台湾バドミントン協会の

友好交流覚書の資料の２ページ目ですけれども、

済みません、一番上段のほう、平成３０年１月

としておりますけど、済みません、平成３１年

の１月に台湾との交流のほうを行っております。

済みません、訂正のほうをお願いいたします。 

○委員長（成松由紀夫君） ああ、そうですよ

ね。これよね。これ、平成３１年、そうですよ

ね、ことしの１月だったですもんね。元日早々、

市長も行かしたやつでしょう。 

○スポーツ振興課長（小野高信君） お正月に

行っていただいたやつです。 

○委員長（成松由紀夫君） ことし、たいへん

だったから。 

 ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

台湾バドミントン協会との友好交流覚書締結に

ついて及び２０１９女子ハンドボール世界選手

権大会についてを終了いたします。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（プ

レミアム付商品券事業について） 

○委員長（成松由紀夫君） 次に、プレミアム
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付商品券事業についてをお願いいたします。 

○プレミアム付商品券事業推進室長（山内真奈

美君） こんにちは。(｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）プレミアム付商品券事業推進室の山内で

す。本日はプレミアム付商品券事業について、

その概要とまた進捗について御報告させていた

だきます。よろしくお願いいたします。座りま

しての説明をお許しください。 

○委員長（成松由紀夫君） どうぞ。 

○プレミアム付商品券事業推進室長（山内真奈

美君） それでは、表題のほうにプレミアム付

商品券事業についてとあります３枚物の資料に

沿いまして説明させていただきます。 

 初めに、１、事業概要のほうをごらんくださ

い。 

 今回の商品券の発行目的につきましては、こ

とし１０月からの消費税率の１０％への引き上

げによる所得の少ない方、子育ての世帯への影

響を緩和するとともに、地域における消費を喚

起、下支えするため、商品券を発行するものと

なっております。 

 今回発行いたします商品券の概要でございま

すが、商品券は５００円の１０枚組み、１冊５

０００円となっております。この５０００円の

商品券を４０００円で５冊まで購入することが

できます。５冊購入された場合、２万円で２万

５０００円の商品券が購入できるということに

なります。 

 商品券は１冊から数回に分けて必要な冊数の

み購入することが可能です。また、代理人、使

者による購入も可能となっております。なお、

購入するためには購入引換券が必要となってお

りまして、御購入される際には販売する窓口の

ほうに購入引換券と現金――購入代金を御持参

いただき、御購入いただくこととなります。 

 この商品券の見本、また購入引換券の見本に

つきましては、資料の３ページのほうに縮小し

て掲載しておりますので、ごらんいただきたい

と思います。 

 なお、今回の商品券事業につきましては、補

助率１００％の国庫補助事業となっております。 

 １ページのほうに戻っていただきまして、今

回の商品券の購入対象者となります、２、対象

者をごらんください。 

 今回の対象者は、１、令和元年度市県民税、

均等割になりますが、こちらが課税されていな

い方、いわゆる非課税世帯の方と、②平成２８

年４月２日からことしの９月３０日の間に生ま

れた子、すなわち３歳半未満の子供さんがいら

っしゃる世帯の世帯主となります。 

 まず、１の非課税世帯の方につきましては、

購入引換券の交付申請という手続が必要となっ

ております。対象となられます３万８８０人の

方には、７月から購入引換券交付申請書を発送

しております。その申請状況ですけれども、９

月１９日現在で申請件数８４４４件、申請率２

７.３％となっています。 

 なお、１０月１日からの商品券使用開始後も

申請いただけるように、購入引換券の交付申請

期限は、令和２年２月２１日金曜日までと約８

カ月間設けさせていただいております。 

 また、現在、交付申請されました方に対し審

査を行った後、購入引換券の発送を行っており

ます。９月末までに約７６００人分を発行する

予定といたしております。 

 次に、②の子育て世帯の方につきましては、

交付対象となられますお子様を３５００人と見

込んでおります。子育て世帯の方は、購入引換

券の交付申請は不要となっておりますので、平

成２８年４月２日からことしの７月３１日まで

の間に生まれられました子供さんがいらっしゃ

る世帯主の方には、８月に購入引換券、３０４

７人分を発送いたしております。 

 また、ことしの８月１日から９月３０日まで

に生まれた子供さんがいらっしゃる世帯主の方

には、１０月に購入引換券を発送することとい
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たしております。１０月には全対象者に対し送

付が完了する見込みとなっております。 

 なお、購入いただけます商品券の限度額です

が、１の非課税世帯の方は、券面額２万５００

０円、販売額が２万円となりますが、２番の子

育て世帯の方につきましては、３歳半未満の子

供さんの人数分となります。また、１番、２番

の両方に該当する方の場合は、どちらも購入対

象者となります。 

 次に、３、商品券の販売について説明させて

いただきます。 

 商品券の販売期間は、令和元年９月２８日か

ら来年の令和２年２月２９日までの５カ月間を

設けております。 

 販売期間中の販売場所及び日時につきまして

は、まず事前販売といたしまして、今月９月２

８日の土曜日と２９日日曜日の９時から１６時

に、市役所の千丁支所のみで販売を行います。 

 また、最終日販売といたしまして、来年の令

和２年２月２９日の土曜日、こちらも９時から

１６時に、こちらは市役所の仮設庁舎となりま

すが、プレミアム付商品券事業推進室で販売を

行います。 

 また、常設販売といたしまして、令和元年９

月３０日の月曜日から来年の令和２年２月２８

日金曜日までの間、平日の９時から１７時にお

きまして、市役所仮設庁舎プレミアム付商品券

事業推進室のほか、簡易郵便局を除きます市内

の３０局の郵便局において販売を行います。 

 なお、販売を行う郵便局の一覧につきまして

は、資料の３ページの下段に掲載しております

ので、ごらんいただきたいと思います。 

 旧八代市内が八代郵便局ほか１７局、千丁町

が１局、坂本町が３局、鏡町が３局、東陽町が

２局、泉町が３局の計３０局となっております。 

 説明資料の２ページのほうにお戻りいただき

まして、丸印の自ですね、３つ目となります。

この９月３０日の月曜日から、来年の２月２８

日の金曜日までの常設販売期間におきましては、

仮設庁舎のプレミアム付商品券事業推進室では、

毎週木曜日の市役所延長窓口に合わせまして１

９時まで販売時間を延長し、販売を行うことと

いたしております。 

 次に、４の商品券の使用期間でございますが、

ことし令和元年１０月１日火曜日から来年の令

和２年３月３１日火曜日までの５カ月間といた

しております。 

 次に、５、商品券が使用できる店舗（取扱店

舗）についてでございますが、取扱店舗登録申

請を行った市内の小売・サービス店舗を対象と

いたしており、９月１７日現在で５６３店の店

舗に御登録いただいているところでございます。 

 取扱店舗の募集期間としましては、ことしの

７月１日から８月３１日までを１次募集といた

しまして、９月１日から１０月３１日までを現

在２次募集といたしまして募集を行っていると

ころです。また、それ以降、１２月２８日まで

受け付けることといたしております。 

 次に、商品券が使用できないものでございま

すが、１の不動産及び金融機関、②のたばこな

どを対象外といたしまして、１０項目の商品ま

たはサービスを指定、列記させていただいてお

ります。 

 最後になりますが、（４）使用済み商品券の

換金についてでございます。 

 今回は換金業務を民間業者に委託いたしてお

ります。使用済みの商品券の換金期間は、令和

元年１０月１５日火曜日から、来年の令和２年

４月２０日月曜日までといたしております。 

 使用済み商品券の換金方法でございますが、

取扱店舗は使用済み商品券を換金業務受託業者

へ直接御送付いただきます。その後、換金業務

受託業者は使用済み商品券の枚数などを確認し

た後、取扱店舗への代金を振り込みにて支払い

ます。また同時に店舗に対し振込通知を行いま

す。その後、使用済み商品券の券面額を市に対
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し請求を行いまして、市はその換金業務受託業

者へ使用済みの商品券面額を支払うという手順

となります。 

 以上、説明させていただきましたように、今

回の商品券事業では市内３０局の郵便局で商品

券の販売が可能となったこと、また、換金業務

を業者に委託したことで市役所仮設庁舎での販

売時に購入に来られた市民の方と換金に来られ

た取扱店舗の方と、窓口の分散、すみ分けが図

られますことから、販売時や取扱店舗の方の換

金時の窓口の混雑の緩和が期待されると思って

おります。また、特に郵便局で商品券の販売を

行うことで購入できる場所が広がりましたこと

から、購入者の方の利便性の向上が図られるの

ではないかと期待しているところです。 

 早速、今週末９月の２８日から臨時販売が開

始されます。また１０月１日から使用開始とな

ります。現在、その準備を進めさせていただい

ているところですが、今後も市民の方に対し制

度の理解をしていただくように説明等に努める

とともに、購入引換券交付申請の勧奨というも

のに努めてまいりたいと考えております。 

 以上、今回の商品券事業についての御報告と

させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（成松由紀夫君） 本件について何か

質疑、御意見等ありませんか。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

プレミアム付商品券事業についてを終了いたし

ます。 

 執行部におかれましては、先ほど増田議員か

らもありましたが、多岐にわたって経済文化交

流部は、何でも屋さんじゃないんですけど、多

岐にわたったいろいろなことに多様に対応され

て結果が出ているので、引き続きぜひ頑張って

いただきたいというふうに思いますので、山本

部長にもくれぐれもよろしくお伝えいただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、執行部は御退出ください。 

○委員長（成松由紀夫君） そのほか、当委員

会の所管事務調査について、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） なければ、以上で

所管事務調査２件についての調査を終了いたし

ます。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続調査の申し出をいたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（成松由紀夫君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもちまして経済企業委員会を散

会いたします。 

（午後１時０６分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年９月２４日 

経済企業委員会 

委 員 長 
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